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第１章 総 説

Ⅰ 開発許可制度の趣旨及び概要

昭和３０年代に始まる経済の発展、産業構造の変化等に伴って、人口の都市への集中が激し

くなった結果、都市周辺部の無秩序な不良市街地の拡大、いわゆるスプロールの進行を招き、

それによって、道路や下水等の公共施設の後追い的な整備を余儀なくされ、さらに深刻な事態

になる恐れがあった。

このため、昭和４３年６月１５日に新都市計画法が公布され、都市計画区域を概ね１０年以

内に市街化を促進すべき区域としての市街化区域と、当面市街化を抑制する区域としての市街

化調整区域とに区域区分し、段階的かつ計画的に市街化を図っていくこととした。

同時に、区域区分の制度を担保するために、建築物を建築する目的で行う開発行為の許可制

度を創設し、市街化区域及び市街化調整区域における開発行為に一定の水準を保たせるととも

に、市街化調整区域内においては開発行為を抑制することとしたものである。

１ 開発行為の許可（法第２９条）

(1) 都市計画区域内における開発行為の許可（法第２９条第１項）

都市計画区域内で、開発行為を行う場合は、あらかじめ、知事又は知事が事務を委任し

た市町村長（以下「知事等」という。）の許可を受けなければならない。

ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

① 市街化調整区域以外の区域における一定規模未満の開発行為

② 市街化区域以外の区域における農林漁業用建築物又は農林漁業者用住宅の建築のため

の開発行為

③ 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所等公益上必要な建築物のうち開発

区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で

支障がないものの建築のための開発行為

④ 都市計画事業の施行として行う開発行為

⑤ 土地区画整理事業の施行として行う開発行為

⑥ 市街地再開発事業等の施行として行う開発行為

⑦ 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

⑧ 防災街区整備事業の施行として行う開発行為

⑨ 公有水面埋立法による埋め立て免許を受けた埋立地の埋め立てに伴う開発行為

⑩ 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

⑪ 通常の管理行為、軽易な行為

(2) 都市計画区域外における開発行為の許可（法第２９条第２項）

都市計画区域外において行う、１ｈａ以上の開発行為を行う場合は、あらかじめ知事等

の許可を受けなければならない。ただし、農林漁業用建築物又は農林漁業者用住宅の建築

のための開発行為や上記(1)の③、④及び⑨から⑪までに掲げる開発行為は、許可を受け

ることを要しない。

この規定は、平成１２年改正によって追加されたものであり、都市計画区域外の比較的

大規模な開発についても一定の技術的水準を確保するために設けられた規定である。

第１章 総説
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２ 公共施設の管理者の同意等（法第３２条）

開発許可の申請に際しては、あらかじめ、「開発区域に含む又は接する公共施設の管理者

の同意」及び「新たに設置する道路等の公共施設の管理予定者との協議」が必要である。

３ 許可基準（法第３３条、第３４条）

開発許可の基準は、次の二つに大別される。

(1) 開発区域に一定の技術的水準を保たせるための基準（法第３３条）

次のような基準が定められている。

① 予定建築物の用途に関する基準

② 道路、公園、排水施設、給水施設等の公共施設に関する基準

③ 地区計画等が定められている場合の基準

④ 学校等の公益的施設に関する基準

⑤ 軟弱地盤、がけ等に関する基準

⑥ 開発区域が含まれる区域が災害危険区域等に含まれる場合の防災に関する基準

⑦ 大規模開発における樹木の保存、表土の保全、緑地帯等環境の保全に関する基準

⑧ 大規模開発における道路、鉄道等の輸送に関する基準

⑨ 申請者の資力及び信用、工事施行者の施行能力に関する基準

⑩ 開発区域内の土地の所有者等、開発行為の妨げとなる権利者の同意

(2) 市街化調整区域において例外的に許可する場合の基準（法第３４条）

市街化調整区域において、例外的に許可される開発行為を定めたもので、次のような目

的で行う開発行為が該当する。

① 当該開発区域の周辺の居住者の利用に供する公益上必要な建築物又はこれらの者の日

常生活のために必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場等の建築物

の建築のための開発行為

② 市街化調整区域内における鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な建築物の建築

又は第一種特定工作物の建設のための開発行為

③ 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する

建築物の建築又は第一種特定工作物の建設のための開発行為（政令未制定）

④ 開発許可を要しないものを除く農林漁業用の建築物又は市街化調整区域内で生産され

る農林水産物の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物の建築又は第一種特定工作物の建設

のための開発行為

⑤ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律によ

る所有権移転等促進計画に定める農林業等活性化基盤施設である建築物の建築のための

開発行為

⑥ 県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者が

行う事業の共同化等、中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物の建

築又は第一種特定工作物の建設のための開発行為

⑦ 既存工場と密接な関連を有し、事業活動の効率化を図るために必要な建築物の建築又

は第一種特定工作物の建設のための開発行為

第１章 総説
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第１章 総説

⑧ 危険物（火薬類）の貯蔵又は処理に供する建築物の建築又は第一種特定工作物の建設

のための開発行為

⑧-2 市街化調整区域のうち災害危険区域等に存する建築物に代わるべき建築物等の建設

のための開発行為

⑨ 道路管理施設、ドライブイン又はガソリンスタンド等の用に供する建築物の建築又は

第一種特定工作物の建設のための開発行為

⑩ 地区計画等の区域内における、当該計画に定められた内容に適合する建築物の建築又

は第一種特定工作物の建設のための開発行為

⑪ 市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域で、概ね５０戸以

上の建築物が連たんしている地域における、条例で指定する土地の区域内で、条例で定

める用途以外の建築物の建築のための開発行為

⑫ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区

域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物として、条例で定められた

ものの建築のための開発行為

⑬ 市街化調整区域に編入された際、権原に基づき６ヶ月以内に届出のあった自己の居住

若しくは自己の業務の用に供する建築物の建築又は自己の業務の用に供する第一種特定

工作物の建設のための開発行為

⑭ 知事等が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれが

なく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

４ 開発許可の特例（法第３４条の２）

国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村等が行う開発行為については、当該

国の機関、都道府県等と知事等との協議が成立することをもって、開発許可があったものと

みなす。

５ 変更の許可等（法第３５条の２）

開発許可を受けた者は、法第３０条第１項各号の事項を変更をしようとする場合において

は、知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更に係る開発行為が市街化区域、非

線引都市計画区域若しくは都市計画区域外における一定規模未満のものに該当するとき、又

は省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

６ 工事完了の検査（法第３６条）

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事が完了したときは、知事等に届け出なけれ

ばならない。

知事等は、工事完了の届け出を受けた場合は、その工事が許可の内容に適合しているかど

うかを検査し、適合していると認めたときは検査済証を交付し、工事完了の公告をしなけれ

ばならないこととなっている。

７ 公共施設の管理及びその敷地の帰属（法第３９条及び第４０条）

開発行為によって設置された公共施設は、道路法等他の法律に基づく管理者が別にあると

き等を除き、工事完了公告の日の翌日から市町村が管理することとなる。
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また、それらの公共施設の敷地は、開発許可を受けた者が自ら管理する場合を除き、工事

完了公告の日の翌日にその公共施設の管理者に帰属することとなる。ただし、道路の付け替

え等従前の公共施設の代替として新たな公共施設が設置されることとなる場合は、従前の公

共施設の敷地で国又は地方公共団体が所有するものは公告の日の翌日に開発者に帰属し、新

たな代替公共施設の敷地は同日国又は地方公共団体に帰属する。

８ 建築等の制限

(1) 工事完了公告前の建築物の建築等の制限（法第３７条）

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、工

事用の仮設建築物を除いて建築物の建築又は特定工作物の建設をしてはならない。

ただし、開発行為に同意をしていない権利者が、その権利の行使として建築物の建築等

を行うとき、又は知事等が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(2) 開発許可に際して定められる建ぺい率等の制限（法第４１条）

市街化調整区域における大規模開発等においては、必要に応じて、開発区域内の土地に

ついて建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置等の制限を定めることができ、これ

らの制限が定められた土地においては、何人も、知事等の許可を受けない限り、これらの

制限に反する建築物を建築してはならない。

(3) 開発許可を受けた土地における建築物の建築等の制限（法第４２条）

開発許可を受けた土地について、工事完了公告があった後は、知事等の許可を受けなけ

れば、開発許可にかかる予定建築物等以外の建築物の新築又は第一種特定工作物の新設を

してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して予定建築物以外の建築物

としてはならない。

ただし、用途地域が定められている土地においては、この限りでない。

(4) 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限（法第４３条）

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた土地以外の土地においては、知事等の許可を

受けなければ、法第２９条第１項第２号又は第３号に規定する建築物以外の建築物の新築

又は第一種特定工作物の新設をしてはならず、また、建築物を改築又はその用途を変更し

て、同項第２号又は第３号に規定する建築物以外の建築物にしてはならない。

ただし、国等の建築物等、都市計画事業による建築物等、非常災害のための応急建築物

等、仮設建築物、法第２９条第１項第４号から９号までの規定により適用除外となる開発

行為が行われた区域における建築物、軽易な建築物等の建築等は許可不要とされている。

なお、許可基準は、開発許可の基準の例に準じて政令で定められている。

９ 開発登録簿（法第４６条、第４７条）

知事等は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、一定の事項を記載した

開発登録簿を備えて、一般の閲覧に供さなければならない。
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10 不服申立て（法第５０条）

法第２９条第１項若しくは第２項（開発行為の許可）、第３５条の２第１項（開発行為の

変更の許可）、法第４１条第２項（建築物の建ぺい率等の指定）ただし書き、第４２条（開

発許可を受けた土地における建築等の制限）第１項ただし書き、第４３条（開発許可を受け

た土地以外の建築等の制限）第１項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為又は法第

８１条第１項の監督処分についての審査請求については、特に第三者による公正な判断が必

要であること、専門的な知識を必要とすること等の趣旨から、専門的な機関である開発審査

会にこれを提出して、審査を受けることとなっている。また、不作為についての審査請求は、

開発審査会に代えて、都道府県知事に対しても行うことができる。

11 開発許可に関する事務の市町長への権限移譲

地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、都市計画法に基づく開発許可に

関する事務の全部を次の市町に移譲している。

・つるぎ町（平成１８年４月１日から）

・徳 島 市（平成２０年４月１日から）

・阿 南 市（平成２４年４月１日から）
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Ⅱ 用語の解説

１ 都市計画区域（法第５条）

市又は人口、就業者数その他の事項が、次の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、

かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量等に関する現況及び推移を勘案

して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域として県が

指定する区域をいう。

＜都市計画区域に係る町村の要件（令第２条）＞

① 人口が１万以上、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が、全就業者

数の５０％以上であること。

② 当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね１０年

以内に①に該当することとなると認められること。

③ 当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が３,０００以上であること。

④ 温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市

環境の形成を図る必要があること。

⑤ 火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の

建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があるこ

と。

＜徳島県内の都市計画区域（平成２９年４月１日現在）＞

・徳島東部都市計画区域（徳島市、小松島市、石井町、松茂町及び北島町の全域並びに

鳴門市の一部、阿南市の一部及び吉野川市の一部）

・藍住都市計画区域（藍住町全域）

・池田都市計画区域（三好市の一部）

・貞光都市計画区域（つるぎ町の一部）

・牟岐都市計画区域（牟岐町の一部）

・日和佐都市計画区域（美波町の一部）

・脇都市計画区域（美馬市の一部）

２ 区域区分（法第７条）

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域

（すでに市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を

図るべき区域）と市街化調整区域（当面市街化を抑制すべき区域）とに区分する都市計画を

区域区分といい、通称「線引」と呼ばれる。

徳島県で線引されているのは、徳島東部都市計画区域のみである。

なお、区域区分のない都市計画区域を非線引都市計画区域という。

３ 建築物及び建築（法第４条第１０項）

(1) 建築物（建築基準法第２条第１号）

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造

のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは
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高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及

び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵

槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。

(2) 建築（建築基準法第２条第１３号）

建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

(3) 新築、増築、改築又は移転の判別

① 新築

ア 建築物が建っていない更地に建築物を建てる場合

イ 建築物の建て替えで、用途、規模、構造のいずれかが異なる場合

ウ 建築物の移転で、敷地が変わる場合

② 増築

ア 既設の建築物を同一棟で建て増しする場合

イ 既設建築物と同一敷地内で、既設建築物と用途上不可分の建築物又は既設建築物の

付属建築物を建築する場合

ウ 既設の建築物の一部を解体して建て替える場合で、用途、規模、構造のいずれかが

異なる場合

③ 改築

ア 既存建築物と用途が同じで、規模、構造もほとんど同じ建築物を建てる場合

イ 既存建築物の一部を解体し、その部分と用途が同じで、規模、構造もほとんど同じ

ものを建てる場合

④ 移転

同一敷地内で建築物を移動する場合

４ 特定工作物（法第４条第１１項）

コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政

令で定めるもの（第一種特定工作物＊）又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定

めるもの（第二種特定工作物＊＊）をいう。

＊ 第一種特定工作物（令第１条第１項）

① コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント

② 危険物の貯蔵又は処理に供する工作物（火薬類、雷管類、弾薬類、信管類、導火線

類、信号炎菅類、マッチ等、可燃性ガス類。ただし、石油パイプライン事業用施設、

港湾保管施設等、漁港補給施設、航空機給油施設、電気事業用工作物及び一般ガス事

業又は簡易ガス事業用工作物を除く。）

＊＊ 第二種特定工作物（令第１条第２項）

次に掲げるもので、その規模が１ｈａ以上のもの。

① ゴルフ場、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー

施設（大学、専修学校及び各種学校を除く学校の施設、港湾法による港湾環境整備施
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設、都市公園法による都市公園又は自然公園法による自然公園の施設を除く。）

② 墓園

５ 開発行為（法第４条第１２項）

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の

変更をいう。

(1) 土地の区画の変更

道路等によって土地利用形態としての区画、すなわち独立した物件としてのその境界を

明認しうるものを変更することをいう。（単なる敷地境界線の変更や分合筆等は区画の変

更に該当しない。）

・該当する例 ・該当しない例

既存道路 既存道路

新

設 分 筆

道

路

(2) 土地の形の変更

切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更することをいう。なお、平地の造成で

建築工事の残土処理（３０ｃｍが目安）程度の盛土、敷地周囲の境界ヒモコンの設置、既

設擁壁の再築などの土地の管理行為等は該当しない。

(3) 土地の質の変更

市街化調整区域において、農地や池沼を宅地にする等といった土地の有する性質を変更

することをいう。なお、実質的に質の変更を伴わない場合においても、農地法による農地

転用の許可が必要な場合は開発行為とみなす。

６ 開発区域（法第４条第１３項）

開発行為をする土地の区域をいう。

７ 公共施設（法第４条第１４項、令第１条の２）

道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防用貯水施設をいう。

８ 工事施行者（法第３０条第１項第４号）

開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をい

う。
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９ 自己用、非自己用（規則第１５条）

(1) 自己の居住用の開発行為

開発行為を行う者が、自ら居住する住宅を建築するために行う開発行為をいう。

(2) 自己の業務用の開発行為

開発行為を行う者が、自らの業務に使用する建築物を建築するため又は工作物を建設す

るために行う開発行為をいう。すなわち、当該建築物内で継続的に自己の業務に係る経済

活動が行われるという趣旨であり、分譲又は賃貸住宅の建築を目的とする開発行為はこれ

に該当しないことはもちろん、貸事務所、貸店舗等も該当しないが、ホテル、旅館、結婚

式場、医療施設、中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設、企業の

従業員のための福利厚生施設等はこれに該当する。

(3) 非自己用の開発行為

自己用以外の開発行為、すなわち宅地分譲のための造成、共同住宅のテナントビル等、

他人に譲渡又は賃貸することを目的とする建築物の建築のための開発行為をいう。

10 農家等、農業用倉庫（法第２９条第１項第２号）

(1) 農家

申請地を除く耕作面積が１,０００㎡以上ある農家をいい、市町の農業委員会の耕作証

明で判断する。申請地と耕作地が異なる市町の場合、申請地が最寄りの耕作地から５００

ｍ以内にあること。

(2) 林家

保有山林が１ha以上あり、林業所得（又はその見込み）があること。

(3) 漁業者

次のいずれかに該当する者を漁業者という。

① 水産業協同組合法に基づき認可された漁業協同組合（６７団体）の組合員であり、当

該漁業協同組合と同一行政区域内に住所を有すること。

② 正組合員でない者で、漁業協同組合又はその組合員に雇用され、漁業に従事している

日数が年間３ヶ月以上であることについて雇用者の証明がある者

③ 鮎又は鰻の養殖業者で、自己申告及び現地確認により、養殖業を営んでいることが確

認された者

(4) 農業用倉庫

次のすべてに該当するものを農業用倉庫という。

① 申請者が自ら農地を保有（小作権者を含む。）している農家であること。

② 建築物の構造、設計及び配置計画は、申請の用途として適切であること。
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Ⅰ 開発行為の許可（法第２９条）

１ 許可が必要な開発行為（法第２９条第１項、第２項）

都市計画区域内における開発行為は、２に掲げる開発行為を除いて開発許可が必要である。

また、都市計画区域外においては、３に掲げる開発行為を除いて１ｈａ以上の規模の開発

行為については開発許可が必要である。

２ 都市計画区域内において許可が不要な開発行為（法第２９条第１項各号）

(1) 市街化区域及び非線引都市計画区域における一定の規模未満の開発行為（法第２９条第

１項第１号）

区 域 開発面積

徳島市、阿南市、吉野川市、石井町 1,000㎡未満

市街化区域

鳴門市、小松島市､松茂町､北島町 500㎡未満

非線引都市計画区域 美馬市、三好市、牟岐町、美波町、藍住町、つるぎ町 3,000㎡未満

※ 開発行為を行った土地の隣接地で開発行為を行う場合の開発許可の要否の判定

① 開発許可を受けて工事の検査済証が交付されている土地の隣接地を開発する場合

→ 隣接地のみで開発許可の要否を判定する。

② 開発許可が不要な開発行為の工事が完了した後、１年以内に同一目的で隣接地を開

発しようとする場合

→ 両者を併せた面積で開発許可の要否を判定する。

(2)-1 市街化調整区域又は非線引都市計画区域における農林漁業の用に供する建築物（法第

２９条第１項第２号、令第２０条）

① 農産物、林産物及び水産物の生産又は集荷の用に供する建築物

畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳

施設、農作業舎、魚類畜養施設、米麦乾燥調整施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾

燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設等

② 農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設、物置、漁船漁具保全施設、養殖用

飼料等保管施設、漁船用補給施設

③ 家畜診療の用に供する建築物（ペット対象のものは含まない。）

④ 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建

築物又は索道の用に供する建築物

⑤ 建築面積が９０㎡以内の農林漁業の用に供する建築物

(2)-2 市街化調整区域又は非線引都市計画区域における農林漁業を営む者の居住の用に供す

る建築物（法第２９条第１項第２号）

第２章 開発行為の許可
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(3) 公益上必要な建築物の建築のための開発行為（法第２９条第１項第３号、令第２１条）

法第２９条第１項第３号に規定する公益施設

１ 道路法による道路又は道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道（一般旅客自動

車運送事業若しくは一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。）を構成する建築

物（＊１）

２ 河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物（＊２）

３ 都市公園法による公園施設である建築物（＊３）

４ 鉄道事業法による鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施

設である建築物、又は軌道法による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供す

る施設である建築物（＊４）

５ 石油パイプライン事業法による事業用施設である建築物

６ 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車に

より乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法による一般貨物

自動車運送事業（特別積合せ貨物運送をするものに限る。）の用に供する施設である建築

物又は自動車ターミナル法による一般自動車ターミナルを構成する建築物（＊５）

７ 港湾法による港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法による漁港施設である建築物

（＊６）

８ 海岸法による海岸保全施設である建築物（＊７）

９ 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保す

るため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は

航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物（＊８）

10 気象､海象､地象又は洪水等の現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物（＊９）

11 日本郵便株式会社が設置する郵便法による郵便の業務の用に供する施設である建築物

12 電気通信事業法による認定電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供する施設である

建築物

13 放送法による基幹放送の用に供する放送設備である建築物

14 電気事業法による電気事業（小売電気事業を除く。）の用に供する電気工作物を設置す

る施設である建築物又はガス事業法によるガス工作物（一般ガス事業又は簡易ガス事業の

用に供するものに限る。）を設置する施設である建築物（＊10）

15 水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業の用に供する水道施設である建築物、

工業用水道事業法による工業用水道施設である建築物又は下水道法による公共下水道、流

域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物

16 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物

17 図書館法による図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法による博物館の用に

供する施設である建築物

18 社会教育法による公民館の用に供する施設である建築物

19 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置す

る職業能力開発促進法による公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害

・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発総合大学校である建築物

第２章 開発行為の許可
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20 墓地、埋葬等に関する法律による火葬場である建築物

21 と畜場法によると畜場である建築物又は化製場等に関する法律による化製場若しくは死

亡獣畜取扱場である建築物

22 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施

設である建築物又は浄化槽法による浄化槽である建築物

23 卸売市場法による中央卸売市場若しくは地方卸売市場の用に供する施設である建築物又

は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設である建築物

24 自然公園法による公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築さ

れる建築物（＊11）

25 住宅地区改良法による住宅地区改良事業により建築される建築物

26 国、都道府県等（都道府県、指定都市等、事務処理市町村、都道府県、指定都市等若し

くは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合若しくは港湾局）、

市町村（指定都市等及び事務処理市町村を除く。）、市町村がその組織に加わっている一

部事務組合、広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供

する建築物で次に掲げる建築物以外のもの

イ 学校教育法による学校、専修学校又は各種学校の用に供する施設である建築物

ロ 児童福祉法による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業、社会

福祉法による社会福祉事業又は更生保護事業法による更生保護事業の用に供する施設で

ある建築物

ハ 医療法による病院、診療所又は助産所の用に供する施設である建築物

ニ 多数の者の利用に供する庁舎（主として当該開発区域の周辺の地域において居住して

いる者の利用に供するものを除く。）で次のもの

(1) 国が設置する庁舎であって、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本

庁の用に供するもの

(2) 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎

(3) 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所又は町村役場の用に供

する庁舎

(4) 道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

ホ 宿舎（職務上常駐を必要とする職員及び職務上その勤務地に近接する場所に居住する

必要がある職員のためのものを除く。）

27 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発

機構法第１６条第１号に掲げる業務の用に供する施設である建築物

28 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

法第１７条第１項第１号から第３号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物

29 独立行政法人水資源機構が設置する水資源開発施設である建築物

30 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第１８条第

１項第１号から第４号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物

31 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第１号又は非化石エネルギーの開発及び導入

の促進に関する法律第１１条第３号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
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令第２１条に規定する公益施設の詳細例示

＊１ 道路を構成する建築物等（道路法第２条による道路の定義）

→ 渡船施設、道路用エレベーターなど道路と一体となってその効用を全うする施設又は

工作物及び道路の付属物で当該道路に附属して設けられるものを含む。

道路の付属物：道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理

上必要な施設又は工作物で次に掲げるもの。

・道路情報管理施設

・道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場

・自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して道路管理者が設ける

もの

・道路の防雪又は防砂のための施設

・ベンチ又はその上屋で道路管理者又は歩道の新設等を行う指定市以外の市町村が設

けるもの

・道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設

＊２ 河川を構成する建築物（河川法第３条による河川管理施設）

→ ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め又は樹林帯の管理施設等

＊３ 公園施設（都市公園法第２条第２項）

→ 休養施設：休憩所、野外卓、ピクニック場、キャンプ場等

遊戯施設：舟遊場、魚釣場、メリーゴーランド、遊戯用電車、野外ダンス場等

運動施設：野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケッ

トボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、

水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、

乗馬場、鉄棒・つり輪・リハビリテーション用運動施設及びこれらに付属

する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワー等

教養施設：植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察

所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天

体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑等

便益施設：売店、飲食店（料理店、カフェー、バー、キャバレー等を除く。）、宿泊

施設、駐車場、園内移動用施設、便所、荷物預り所、水飲場、手洗場等

管理施設：管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、ごみ処理場、発電施設等

その他 ：展望台、集会所、食料・医薬品等備蓄倉庫その他災害応急対策用施設

＊４ 鉄道、索道（ロープウェイ、リフト等）、軌道（路面電車）、無軌条電車（トロリーバス）

の駅舎、停車場、車庫、車両検査修繕施設、運転保安設備、変電所等設備、電路設備

＊５ 路線バスの営業所、車庫、停留所（切符売場は停留所と同種の施設とみなす。また、観光

バス等の用に供する施設は該当しない。）、特別積合せ貨物の事業場、一般自動車ターミナ

ル（自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車

ターミナル以外の自動車ターミナル）
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＊６ 港湾施設（港湾法第２条第５項）

→ 船舶の入出港のための信号施設・照明施設、港務通信施設、荷さばき施設、旅客乗降

用固定施設、手荷物取扱所、待合所、旅客用宿泊所、倉庫、危険物置場、船舶のための

給水施設・給油施設・給炭施設、船舶修理施設、船舶保管施設、廃棄物処理施設、港湾

環境の整備のための広場等に設置される休憩所等、船舶乗組員・港湾労働者の休泊所・

診療所その他の福利厚生施設、港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫等

漁港施設（漁港法第３条）

→ 漁船保管施設、漁船修理場、漁具保管修理施設、漁船のための給水・給氷・給油・給

電施設、水産種苗生産施設、養殖用餌料保管調製施設、養殖用作業施設、廃棄物処理施

設、荷さばき所、蓄養施設、水産倉庫、製氷・冷凍・冷蔵施設、漁獲物加工場、陸上無

線電信・陸上無線電話・気象信号所、漁港関係者の宿泊所・浴場・診療所その他の福利

厚生施設、管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設、浄化施設、廃油処理施設、

廃船処理施設、漁港環境整備のための広場等に設置される休憩所等

＊７ 海岸保全施設（海岸法第２条第１項）

→ 堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤等海水の侵入又は海水の浸食を防止するための施設

＊８ 空港機能施設：航空旅客取扱施設、航空貨物取扱施設、給油施設

空港利便施設：事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設、宿泊施設及び休憩施設、

送迎施設、見学施設

航空保安施設：航空保安無線施設、航空灯火、昼間障害標識

＊９ 気象観測施設

→ 気象（気圧、気温、湿度、風、降水量、積雪、雲、日照時間、日射量等）、地象（地

震、火山現象等）、地動（地すべり等）、地球磁気、地球電気、水象（水温、水質、陸

水位、波浪、海流、津波、海氷、海面温度等）の観測施設

＊10 電気工作物（電気事業法第２条第１項第１８号）

→ 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、

水路、貯水池、電線路等

ガス工作物（ガス事業法第２条第１３項）

→ ガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧機、導管、受電

設備等（これらの工作物の管理施設は該当するが、営業事務所や資材倉庫は該当しない。）

＊11 公園事業となる施設（自然公園法第２条第６号、同法施行令第１条）

→ 道路及び橋、広場及び園地、宿舎及び避難小屋、休憩所・展望施設及び案内所、野営

場・運動場・水泳場・舟遊場・スキー場・スケート場及び乗馬施設、他人の用に供する

車庫・駐車場・給油施設及び昇降機、主として公園区域内において路線又は航路を定め

て旅客を運送する自動車・船舶・水上飛行機・鉄道又は索道による運送施設、公園区域

内において路線を定めて設けられる一般自動車道・旅客船の用に供する係留施設、給水

施設・排水施設・医療救急施設・公衆浴場・公衆便所及び汚物処理施設、博物館・植物

園・動物園・水族館・博物展示施設及び野外劇場、植生復元施設及び動物繁殖施設、砂

防施設及び防火施設、自然再生施設
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(4) 都市計画事業の施行として行う開発行為（法第２９条第１項第４号）

(5) 土地区画整理事業の施行として行う開発行為（法第２９条第１項第５号）

(6) 市街地再開発事業の施行として行う開発行為（法第２９条第１項第６号）

(7) 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為（法第２９条第１項第７号）

(8) 防災街区整備事業の施行として行う開発行為（法第２９条第１項第８号）

(4)から(8)までの開発行為は、都市計画上十分な監督の下に行われることから、適用除

外とされた。

(9) 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地であって、まだ工事竣功の告示がないものにおい

て行う開発行為（法第２９条第１項第９号）

公有水面埋立法により埋立した土地において、工事竣功前の開発行為は、公有水面埋立

法第２３条の規定による知事の許可を受けなければならないので、開発許可との二重の許

可は不要という観点から適用除外とされた。

(10) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為（法第２９条第１項第１０号）

応急措置として早急に行う必要のある場合であって、やむを得ないと認められる場合は

適用除外とされた。

(11) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為（法第２９条第１項第１１号、令第２２条）

次の目的で行う開発行為は、通常の管理行為、軽易な行為等であり、無秩序な市街化の

防止という見地から著しい弊害がないことから適用除外とされた。

① 仮設建築物の建築又は土木事業等に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設

② 車庫、物置等の附属建築物の建築

③ 建築物の増築又は特定工作物の増設で、当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に

係る築造面積が１０㎡以内であるもの

④ 法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途

の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築

⑤ 建築物の改築で、当該改築に係る床面積の合計が１０㎡以内であるもの

⑥ 次の条件を満たす小規模な日用品販売店舗、事業場等

ア 周辺の市街化調整区域に居住している者が自ら当該業務を営むものであること。

イ 日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場等であるこ

と。（法第３４条第１号に該当する店舗の一覧表参照。）

ウ 敷地面積は１００㎡以内、建築物の延べ面積は５０㎡以内であること。

併用部分がある場合は、店舗部分の床面積が延べ面積の５０％以上であること。
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３ 都市計画区域外において許可が不要な開発行為

都市計画区域外における１ｈａ以上の開発行為であっても、次に掲げる開発行為について

は、開発許可が不要である。

(1) 農林漁業の用に供する建築物（法第２９条第１項第２号、令第２０条）

・・・１０ページの２(2)-1参照

(2) 農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物（法第２９条第１項第２号）

・・・１０ページの２(2)-2参照

(3) 公益上必要な建築物の建築のための開発行為（法第２９条第１項第３号、令第２１条）

・・・１１ページの２(3)参照

(4) 都市計画事業の施行として行う開発行為（法第２９条第１項第４号）

・・・１５ページの２(4)参照

(5) 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地であって、まだ工事竣功の告示がないものにおい

て行う開発行為（法第２９条第１項第９号）

・・・１５ページの２(9)参照

(6) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為（法第２９条第１項第１０号）

・・・１５ページの２(10)参照

(7) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為（法第２９条第１項第１１号、令第２２条）

・・・１５ページの２(11)参照

４ 二以上の区域にまたがる場合の開発許可の適用（法第２９条第３項、令第２２条の３）

開発区域が市街化区域、非線引都市計画区域又は都市計画区域外の区域のうち二以上の区

域にまたがる場合の開発許可の適用は、次のようになる。

(1) 市街化区域（Ａ）と非線引都市計画区域（Ｂ）にまたがる場合

開発区域の全体面積がどちらかの開発許可が必要な規模以上になる場合は、全体（Ａ＋

Ｂ）で法第２９条第１項の開発許可を要する。

(2) 市街化区域又は非線引都市計画区域（Ａ）と都市計画区域外（Ｂ）にまたがる場合

市街化区域又は非線引都市計画区域（Ａ）の区域については、市街化区域又は非線引都

市計画区域（Ａ）の開発区域の面積が開発許可が必要な規模以上になる場合に法第２９条

第１項の開発許可を要する。

また、開発区域の全体面積が１ヘクタール以上になる場合、市街化区域又は非線引都市

計画区域（Ａ）の区域について法第２９条第１項の開発許可を要し、都市計画区域外（Ｂ）

の区域について法第２９条第２項の開発許可を要する。
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(3) 市街化調整区域（Ａ）と市街化区域又は非線引都市計画区域（Ｂ）にまたがる場合

開発行為の規模にかかわらず、全体（Ａ＋Ｂ）で法第２９条第１項の開発許可を要する。

(4) 市街化調整区域（Ａ）と都市計画区域外（Ｂ）にまたがる場合

市街化調整区域（Ａ）の区域については、開発行為の規模にかかわらず法第２９条第１

項の開発許可を要する。

また、開発区域の全体面積が１ヘクタール以上になる場合、市街化調整区域（Ａ）の区

域について法第２９条第１項の開発許可を要し、都市計画区域外（Ｂ）の区域については

法第２９条第２項の開発許可を要する。

Ⅱ 国、都道府県等の開発許可の特例（法第３４条の２）

国又は都道府県等（指定都市、中核市若しくは特例市若しくは事務処理市町村又は都道府県、

指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合若しく

は港湾局を含む。）が行う開発行為については、当該国の機関又は都道府県等と知事等（許可

権者）との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる。

適用条文
団体名 みなされ 根拠規定

る主体 34条 42条 43条
の2 2項 3項

独立行政法人 公共用飛行場周辺における航空機騒音
空港周辺整備機構 国 ○ ○ ○ による障害の防止等に関する法律施行

令第１４条

独立行政法人 独立行政法人鉄道建設･運輸施設整備支
鉄道建設･運輸施設整 国 ○ ○ ○ 援機構法施行令第２８条
備支援機構

独立行政法人 国 ○ ○ ○ 独立行政法人都市再生機構法施行令
都市再生機構 第３４条

徳島県住宅供給公社 県 ○ ○ 地方住宅供給公社法施行令第２条

徳島県土地開発公社 県 公有地の拡大の推進に関する法律施行
徳島市土地開発公社 市 ○ 令第９条
つるぎ町土地開発公社 町

日本下水道事業団 県 ○ ○ 日本下水道事業団法施行令第５条

国立大学法人 国 ○ 国立大学法人法施行令第２２条

独立行政法人 国 ○ 独立行政法人国立高等専門学校機構法
国立高等専門学校機構 施行令第２条

国立研究開発法人 国 ○ 国立研究開発法人森林総合研究所行う
森林総合研究所 特例業務に関する政令第１６条
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都市計画法第３４条の２第１項及び同法第４３条第３項に基づく協議については、次の事

務処理要領により運用している。

都市計画法第３４条の２第１項及び第４３条第３項に基づく国の機関又は

都道府県等と都道府県知事との協議にかかる事務処理要領

１ 趣旨

平成１９年１１月３０日施行の改正都市計画法により、国及び県の施設等の開発許可不要

の取り扱い等が廃止され、法第３４条の２第１項及び第４３条第３項における国又は都道府

県等と都道府県知事との協議制度が新設された。

このため、国又は都道府県等が行う開発行為等について各規定の適用関係を明確にし、具

体的な協議方法など必要な事項について定めるものとする。

２ 開発行為等の協議における各規定の適用関係

（１）開発協議の手続き（法第２９条、第３０条及び第３５条関係）

① 開発行為をしようとするときは、工事の着手前に都道府県知事（所管の総合県民局又

は東部県土整備局）に様式１の開発行為協議書の正本及び副本に（４）①の適用一覧表

に掲げる図書等を添えて提出するものとする。

② 開発行為協議書の添付書類は、開発許可申請と同様にし、法第３４条の各号に該当す

る旨の図書等も添えるものとする。

ただし、次の事項に関する図書、同意書を除くものとする。

ア 設計者の資格に関する申告書

イ 申請者の資力・信用を示す図書

ウ 工事施行者の工事施行能力を示す図書

エ 妨げとなる権利を有する者の同意書

オ 排水関係の調整を確認できる図書

③ 都道府県知事は、開発行為協議書の提出があり協議が成立すれば、遅滞なく、承認の

通知を様式２によりするものとする。

（２）設計者の資格（３１条関係）

開発協議の対象外とする。

（３）公共施設の管理者の同意等について（法第３２条関係）

法第３４条の２第２項の規定により、法第３２条の規定は、開発協議を行おうとする国

又は都道府県等について準用される。

（４）開発行為の基準（法第３３条、第３４条関係）

① 開発行為の技術的な基準（法第３３条）

開発行為の技術的な基準は、開発許可に準ずるものとし、次表によるものとする。



- 19 -

第２章 開発行為の許可

【技術的な基準の適用一覧表】

建築物 特定工作物

技術基準 非自 自己用 非自 自己の

己用 居住用 業務用 己用 業務用

１ 予定建築物等の用途 ○ ○ ○ ○ ○

２ 道路、公園等 ○ × ○ ○ ○

３ 排水施設 ○ ○ ○ ○ ○

４ 給水施設 ○ × ○ ○ ○

５ 地区計画等 ○ ○ ○ ○ ○

６ 公益的施設及び予定建築物等の用 ○ × ○ ○ ○

途の配分

７ 地盤改良、擁壁又は排水施設の設 ○ ○ ○ ○ ○

置等の安全上必要な措置

８ 災害危険区域等における開発行為 ○ × ○ ○ ○

の禁止

９ 樹木の保存等（1ha以上） ○ ○ ○ ○ ○

10 緑地帯等（1ha以上） ○ ○ ○ ○ ○

11 輸送施設（40ha以上） ○ ○ ○ ○ ○

12 申請者の資力信用 1ha未満 △ × × △ ×

1ha以上 △ × △ △ △

13 工事施行者の工事施 1ha未満 △ × × △ ×

行能力 1ha以上 △ × △ △ △

14 妨げとなる権利者の同意 △ △ △ △ △

注 ○：適用 ×：適用外 △：適用しない

② 市街化調整区域における開発行為の立地基準（法第３４条）

市街化調整区域における開発行為の立地基準は、開発許可に準ずるものとし、法第３

４条第１４号に係る開発行為については、開発許可申請と同様に開発審査会の議を経る

ものとする。

なお、開発許可等事前審査委員会の事前審査を要する開発行為については、開発許可

申請と同様に開発許可等事前審査委員会の事前審査を要するものとする。

（５）開発行為の変更（法第３５条の２関係）

① 法第３５条の２第４項の規定により、開発協議の変更をしようとするときは、変更に

係る工事の着手前に都道府県知事（所管の総合県民局又は東部県土整備局）に様式３の

開発行為変更協議書の正本及び副本に必要図書等を添えて提出するものとする。

② 開発行為変更協議書の添付図書については、開発変更許可申請と同様とする。

ただし、（１）②において添付を要しない図書等は、同様に添付を要しない。
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③ 都道府県知事は、開発行為変更協議書の提出があり協議が成立すれば、遅滞なく、承

認の通知を様式４によりするものとする。

④ 軽微な変更については、国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することを

もって開発許可があったものとみなされることから、法第３５条の２第３項の規定が適

用される。

⑤ 工事施行者の変更は、工事施行者の工事施行能力を開発協議の対象外としていること

から軽微な変更と取り扱う。

（６）工事完了検査（法第３６条関係）

① 国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があった

ものとみなされることから、法第３６条の規定は適用される。

② 都道府県知事は、様式５の届け出があったときは、遅滞なく、当該工事が開発協議の

内容に適合していると認めたときは、様式６の検査済証を交付しなければならないもの

とする。

（７）建築制限等（法第３７条関係）

国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったも

のとみなされることから、法第３７条の規定は適用される。

（８）開発行為の廃止（法第３８条関係）

国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったも

のとみなされることから、法第３８条の規定は適用される。

（９）開発行為等により設置された公共施設の管理（法第３９条関係）

国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったも

のとみなされることから、法第３９条の規定は適用される。

（10）公共施設の用に供する土地の帰属（法第４０条関係）

国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったも

のとみなされることから、法第４０条の規定は適用される。

（11）建築物の建ぺい率等の指定（法第４１条関係）

法第３４条の２第２項の規定により、法第４１条の規定は、協議を成立させる場合につ

いて準用される。

（12）開発許可を受けた土地における建築等の制限（法第４２条関係）

国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったも

のとみなされることから、法第４２条の規定は適用される。２項で国が行う行為について

は協議となるが、都道府県等については記載がないので許可で扱うものとなる。
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（13）開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の協議（法第４３条関係）

① 法第４３条第３項の規定により、国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立す

ることをもって同条第１項の建築許可があったものとみなされる。

② 建築物又は第１種特定工作物の建築等をしようとするときは、工事の着手前に都道府

県知事（所管の総合県民局又は東部県土整備局）に様式７の建築物の新築、改築若しく

は用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書（以下「建築等協議書」という。）の

正本及び副本に必要図書等を添えて提出するものとする。

③ 建築等協議書の添付図書は、建築許可申請と同様にし政令第３６条の各号に該当する

旨の図書等も添えるものとする。

ただし、次の事項に関する図書、同意書を除くものとする。

ア 土地所有者の同意書

イ 排水関係の調整を確認できる図書

④ 都道府県知事は、建築等協議書の提出があり協議が成立すれば、遅滞なく、承認の通

知を様式８によりするものとする。

⑤ 建築等の協議の対象となる基準は、令第３６条第１項の基準に準ずるものとし、敷地

に関する技術的な基準、地区計画等の区域内における建築物等の用途の基準及び市街化

調整区域における立地基準を適用する。

なお、令第３６条第１項第３号ホに係る建築行為については、建築許可と同様に開発

審査会の議を経るものとする。

また、開発許可等事前審査委員会の事前審査を要するものについては、建築許可申請

と同様に開発許可等事前審査委員会の事前審査を要するものとする。

（14）許可に基づく地位の承継（法第４４条、第４５条関係）

国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可又は法第４

３条第１項の建築許可があったものとみなされることから、法第４４条及び第４５条の規

定は適用される。

（15）開発登録簿（法第４６条、第４７条関係）

法第３４条の２第２項の規定により、法第４７条の規定は、協議が成立したときについ

て準用される。

（16）不服申し立て等（法第５０条、第５１条、第５２条関係）

国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可又は法第４

３条第１項の建築許可があったものとみなされることから、当該協議が処分性を有するた

め、適用される。

（17）許可等の条件（法第７９条関係）

法第７９条の規定は適用されないが、必要と認められる場合は、承認条件を附すものと

する。
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（18）報告、勧告、援助等（法第８０条関係）

国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったも

のとみなされることから、法第８０条第１項の規定は適用される。

（19）監督処分等（法第８１条関係）

国又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったも

のとみなされることから、法第８１条の規定は適用される。

（20）都市計画法適合証明（規則第６０条関係）

① 国又は都道府県等は、「適合証明の取り扱い」（平成19年11月30日改正）により、そ

の計画が適合証明書の添付を要するときは、適合証明願を都道府県知事（所管の総合県

民局又は東部県土整備局）に正本及び副本に必要図書等を添えて提出するものとする。

② 都道府県知事は、適合証明願の提出があったときは、遅滞なく、適合証明書を交付す

るものとする。

（21）その他

① 協議による承認については、徳島県県土整備部手数料条例に定められていないので、

手数料は徴収しない。

なお、法第４２条第１項のただし書き許可、地位の承継、証明行為及び開発登録簿の

交付については徴収できる。

② 様式については、上記に記載の他は法律等を準用し、許可申請者を協議申請者、許可

番号を協議番号と読み替えて運用する。また都市計画法施行細則に定めないで運用する

ものとする。

③ 都市計画法施行条例第３条の着手届けについては、準用して適用される。
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Ⅲ 設計者の資格（法第３１条、規則第１９条）

１ｈａ以上の開発行為に関する工事の設計については、周辺に大きな影響を与える恐れがあ

り、設計について専門的な能力を要すると考えられることから、次表の資格が必要である。

開発行為の規模区分 設計者の資格

１ｈａ以上２０ｈａ イ 大学（短期大学を除く。）又は旧大学において、正規の土木、

未満 建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地

開発に関する技術に関して２年以上の実務の経験を有する者

ロ 短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関

する修業年限３年の課程（夜間において授業を行うものを除く。）

を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して３年以上の

実務の経験を有する者

ハ 短期大学、高等専門学校又は旧専門学校において、正規の土木、

建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地

開発に関する技術に関して４年以上の実務の経験を有する者

ニ 高等学校、中等教育学校又は旧中等学校において、正規の土木、

建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地

開発に関する技術に関して７年以上の実務の経験を有する者

ホ 技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣が定める部門に

合格した者で、宅地開発に関する技術に関して２年以上の実務の

経験を有する者

ヘ 一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関し

て２年以上の実務の経験を有する者

ト 宅地開発に関する技術に関する７年以上の実務の経験を含む土

木、建築、都市計画又は造園に関する１０年以上の実務の経験を

有する者で、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を修了し

た者

チ 国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び

経験を有すると認めた者

２０ｈａ以上 上記のいずれかに該当する者で、２０ｈａ以上の開発行為に関す

る工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事し

たことのある者その他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有す

ると認めた者

注１ 「正規の土木、建築、都市計画に関する課程を修めて卒業した」者とは、通常、大学等

の工学部の土木工学科、建築工学科、都市工学科、農業土木学科等の学科を卒業した者を

指す。また、「造園に関する課程を修めて卒業した」者とは、大学等の農学部の造園学科、

園芸学科等の学科にあって、土木、都市計画に関する専門の科目を修得して卒業した者を

指す。
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２ 「宅地開発に関する技術の経験」とは、宅地造成工事の設計図書の作成又は宅地造営工

事の監理をいうものであって、単なる図面のトレース、土木機械の運転は、この中に含ま

れない。

３ ホの「国土交通大臣が定める部門」とは、昭和４５年１月１２日付け建設省告示第３９

号により、建設部門、上下水道部門、衛生工学部門と定められている。

４ チについては、昭和４５年１月１２日付け建設省告示第３８号で大学院等に１年以上在

学して、土木、建築、都市計画又は造園に関する事項を専攻した後、宅地開発に関する技

術に関して１年以上の実務経験を有する者が定められている。

Ⅳ 公共施設（法第３２条、法第３９条、法第４０条）

１ 公共施設の管理者の同意等（法第３２条）

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係のある既設の公共施設の

管理者と協議し、その同意を得なければなれない。

また、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される新たな公共施設を管理するこ

ととなる者と協議しなければならない。

これは、開発行為によって既存の公共施設の機能を損なうことがないようにする必要があ

るためと、新たに設置される公共施設の適正な管理を担保しようとするものである。

(1) 開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意（法第３２条第１項）

「開発行為に関係のある公共施設」とは、開発区域内にある既存の公共施設のほか、開

発区域外にあって、開発区域に接続する道路や、開発行為の実施に伴って変更又は廃止さ

れることとなる公共施設も含まれる。

① 市町村の同意

開発区域に含まれたり、接したりする公共施設が全くない場合も、付近市町村道、排

水施設、ごみ処理施設等の管理者としての市町村の同意は必ず必要である。

② 排水関係の調整

生活排水や事業用排水の放流に係り、法定外水路や道路側溝に排水する場合であって

も、事実上日常的に管理している利害関係者（土地改良区、水利組合、協議会等）が存

在する場合は、事前に調整が図られることが望ましいため、法定外水路や道路側溝の管

理者の法第３２条の同意とは別に、行政指導としてこれらの利害関係者と調整を図って

いることを確認することとしている。なお、同意書等の提出を義務づけるものではなく、

調整が困難である事情がある場合は、その理由を付して、申請者からの自己責任におい

て処理する旨の誓約書でも可としている。

③ 関係法令に基づく工事許可

本条に基づき同意を得又は協議が整った者が公共施設に関する工事を行うときには、

別途に道路法第２４条等の公物管理法上の許認可等を要することになる。

（開発許可申請時には、道路法第２４条等の公物管理法上の許認可は要しない。）
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(2) 開発行為により新たに設置する公共施設の管理予定者との協議（法第３２条第２項、令

第２３条）

① 公共施設の管理予定者との協議（法第３２条第２項前段）

開発行為により新たに設置する公共施設については、設計、設置に関する費用の負担、

開発行為に関する工事完了後の土地の帰属及び管理について、管理予定者とあらかじめ

協議しなければならない。

協議の相手方は、道路法等により管理者が定められている場合以外は、地元の市町と

なる。なお、給水施設は公共施設に該当しないが、公共施設に準じて水道事業者と協議

してください。

② 法定協議（法第３２条第２項後段、令第２３条）

開発区域の面積が２０ｈａ以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者

は、次に掲げる者と協議しなければならない。

ア 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者

イ 当該開発区域内を給水区域に含む水道法による水道事業者

さらに、開発区域の面積が４０ｈａ以上の開発行為については、上記ア、イのほか、

次に掲げる者と協議しなければならない。

ウ 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法による一般送配電事業者及びガス事業法

による一般ガス事業者

エ 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営

者

２ 開発行為等により設置された公共施設の管理（法第３９条）

開発行為等により設置された公共施設は、工事完了公告の日の翌日において、その公共施

設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にある

とき、又は法第３２条第２項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それら

の者の管理に属するものとする。

３ 公共施設の用に供する土地の帰属（法第４０条）

(1) 相互帰属（法第４０条第１項）

従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合、従前の公共施設の用に供し

ていた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、工事完了公告の日の翌日において開

発許可を受けた者に帰属し、これに代わる新たな公共施設の用に供する土地は、その日に

国又は地方公共団体に帰属する。

従前の公共施設が廃止される場合には、その公共施設の用に供する土地は、開発許可を

受けた者が買収する等により必要な権原を取得すべきものであるが、開発許可制度が道路、

排水施設等の公共施設を整備する義務を課していることと関連して、代替的な機能を有す

る公共施設が設置される場合には、その土地と従前の公共施設の用に供する土地とが工事

完了公告の日の翌日において当然に交換されるものとして整理することが事務処理上簡便

であることから、国有財産法及び地方公共団体の財産の処分に関する法令の特例が定めら

れている。
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(2) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属（法第４０条第２項）

開発行為に関する工事により新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属は、相

互帰属のもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き工事完了公告日の翌日に

おいて、国又は地方公共団体に帰属する。

(3) 都市計画施設である幹線街路等の用地取得費用の負担（法第４０条第３項）

市街化区域内における都市計画施設である幅員１２メートル以上の道路、公園、緑地、

広場、下水道（管渠を除く。）、運河及び水路並びに河川の用に供する土地が国又は地方

公共団体に帰属することとなる場合においては、その土地の取得に要すべき費用の全部又

は一部の負担を国又は地方公共団体に求めることができる。

Ⅴ 許可または不許可（法第３５条、法第４１条、法第７９条）

１ 許可または不許可の通知（法第３５条）

知事等は開発許可の申請があったときは、許可又は不許可の処分を文書により申請者に通

知する。不許可の処分をする場合は、その理由を付すこととなっている。

２ 建ぺい率等の指定（法第４１条）

知事等は、開発許可に際して、建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、

構造及び設備に関する制限を定めることができる。

３ 許可等の条件（法第７９条）

開発許可に際しては、次のような条件を附している。

許 可 に 付 す る 条 件 （一般例）

（防災措置）

１ 工事施工中は危険、火災、自然災害による被害の防止のため適切な措置を講ずることとし、特

に次の点を遵守すること。

(1) 工事施工中の防災対策は、必要に応じ工事着手前に関係機関と協議を行い、その方法を定め

工事関係者に周知徹底すること。

(2) 天候その他により災害発生が予想される場合は、地区内を巡回する等警備体制を定め防災に

努めるとともに、大雨時期には工事中止等の措置も考慮すること。

(3) 工事施工中は、交通上又は危険防止のため必要な標識（工事標識、バリケード、警戒燈等）

を設置すること。

（公共施設の機能保全）

２ 従前からある公共施設の廃止、付替等の工事施工に当たっては、仮工事、部分施工等の手段に

より、交通、水利、排水等の機能停止や公害を生じないよう配慮施工すること。

（工事廃止に伴う措置）

３ この開発行為を中止し、又は廃止する場合は、工事によって損なわれた公共施設の機能を速や

かに回復する措置を行い、関係公共施設管理者の承認を得ること。

また、土地の形質の変更等によって周辺の地域に交通、排水、利水上の支障を来し、又は土砂

くずれ等による被害を及ぼさないよう適切な措置を講じ知事の承認を得ること。

（報告等）

４ 工事施工中、当初設計の予想と著しく相違した土質、地盤に遭遇した場合は、その状況を遅滞

なく報告すること。
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（その他）

５ 開発行為に起因する災害により他に損害を与えた場合は、開発者の責任において解決すること。

６ 地元関係者との間における当該開発に係る契約書等については、これを遵守すること。

（特記条件）

７ 擁壁等の構造物の施工に当たっては、必要に応じ土質試験、地耐力試験を行い、その結果を検

討し施工するものとし、その結果を報告すること。

８ 工事施工に当たっては、構造物の構造及び寸法が設計図書に適合していることを確認できる施

工状況の写真（撮影年月日及びその他必要な事項を記入），資料等を整備し、小規模な構造物（高

さ１ｍ未満の擁壁、内法幅１ｍ未満の床版、内法高さ１ｍ未満かつ内法幅１ｍ未満の水路等）を

除き、工事完了届出時に提出すること。

※ 市街化調整区域内の宅地分譲の場合は、条例第５条の規定による建築物の敷地面積１６５㎡以上

という事項が追加される。また、大規模開発等においては、申請に応じた特別な条件が付される場

合がある。

Ⅵ 変更の許可等（法第３５条の２）

開発許可を受けた者は、法第３０条第１項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合にお

いては、知事等の許可を受けなければならない。ただし、変更後の開発行為が許可不要となる

場合又は軽微な変更に該当する場合はこの限りでない。

１ 変更許可が必要な変更事項（法第３０条第１項）

(1) 開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区）の位置、区域及び規模

(2) 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途

(3) 開発行為に関する設計

(4) 工事施行者

(5) その他国土交通省令で定める事項（規則第１５条）

① 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主と

して住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の

用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別（ただし、自己用から非自己用

への変更又はその逆は変更許可申請ではなく、新たな開発許可申請が必要である。）

② 市街化調整区域内において行う開発行為にあっては、当該開発行為が該当する法第３

４条の号及びその理由

③ 資金計画

２ 軽微な変更（規則第２８条の４）

(1) 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。

① 予定建築物等の敷地の数の変更を伴うもの

② 予定建築物等の敷地の規模の１／１０以上の増減を伴うもの（開発区域の変更は変更

許可が必要である。）

③ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地

の規模が当初１，０００㎡未満で、変更後１，０００㎡以上となるもの。

(2) 工事施行者の変更。

ただし、自己の業務用の開発行為で開発区域の面積が１ｈａ以上のもの及び非自己用の
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開発行為にあっては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限って、軽微な変

更となる。

(3) 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

(4) その他の軽微な変更

① 工法の変更を伴わない施工延長、施工位置等の変更で、個別に軽微と判断されるもの

② 工法の変更を伴わない材料の変更で、同等品以上とするもの

３ 注意事項

(1) 工事の完了公告があった後に変更する場合は、新たな開発行為となる。

(2) 当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更（自己用から非自己用への変更

又はその逆の変更等）が行われる場合には、従前の開発許可を廃止し、新たな開発許可申

請が必要となる。

(3) 届出を必要とする場合において、その他の変更事項により変更許可を要する場合は、届

出を省略し、変更許可申請に含めて処理することとする。

Ⅶ 工事完了の検査、開発行為の廃止、許可に基づく地位の承継（法第３６条、第３８条、

第４４条、第４５条）

１ 工事完了の検査（法第３６条）

開発許可を受けた者は、開発区域（工区を分けて許可を受けたときは、工区）の全部につ

いて、開発行為に関する工事又は公共施設に関する工事を完了したときは、工事完了届出書

を提出しなければならない。

知事等は、工事完了届があったときは、遅滞なく当該工事が開発許可の内容に適合してい

るかどうかについて検査し、検査の結果当該工事が開発許可の内容に適合していると認めた

ときは、検査済証を交付するとともに、当該工事が完了した旨を公告することとなっている。

２ 開発行為の廃止（法第３８条）

(1) 廃止の手続

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の全部を廃止したときは、「開発行為に

関する工事の廃止の届出書」を知事等に提出しなければならない。その際、許可に附する

条件に従って、次のような工事廃止に伴う措置をし、知事等の承認を得なければならない。

① 工事によって損なわれた公共施設の機能を回復し関係公共施設管理者の承認を得ること。

② 土地の形質の変更等によって周辺の地域に交通、排水、利水上の支障を来たさないよう、

又は土砂くずれ等による被害を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。

(2) 開発行為の一部を廃止する場合の処理

開発区域の一部を廃止しようとするときは、残りの部分の設計の変更があるかどうかに

かかわらず法第３５条の２の規定による変更許可申請により処理する。
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３ 許可に基づく地位の承継（法第４４条、第４５条）

(1) 許可に基づく地位

許可を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、次のような事項がある。

① 公共施設管理者との同意、協議によって定められている公共施設の設置、変更の権能

② 土地所有者等から工事につき同意を得ているという地位

③ 工事完了、工事廃止の届出義務

(2) 一般承継（法第４４条）

相続人、合併後存続する法人（吸収合併の場合）又は合併により設立された法人（新設

合併の場合）を一般承継人といい、被承継人の有していた開発許可又は法第４３条第１項

の建築許可に基づく地位を承継する。

なお、本条は、開発許可又は法第４３条第１項の建築許可に基づく地位の承継を規定し

たものであり、民事上の関係について規定するものではない。

(3) 特定承継（法第４５条）

開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権等工事を施行する権原を取得した者

は、その権原を取得したことを証する書類及び資力信用が審査事項となる場合は工事を完

了する資力信用を有することを証する書類を添付して、地位の承継の承認を申請し、知事

等の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた開発許可に基づく地位を承継す

ることができる。

許可を受けた地位は、いわゆる一身専属的な性格をもつ地位であり、一般承継人を除い

て、許可を受けた者以外の者が開発行為を行う場合は、本来あらためて開発許可を受ける

べきであるが、第三者が当初の開発行為をそのまま引き継いで施行する場合は、事務手続

の簡素化のため、許可に代えて地位の承継の承認をもって足りることとされたものである。

なお、一般承継の場合と異なり、法第４３条第１項の建築許可の場合は、必要性が認め

られないため、特定承継の規定は置かれてない。

Ⅷ 開発登録簿（法第４６条、第４７条）

１ 開発登録簿の登録事項

開発登録簿は調書及び土地利用計画図から成り、次の事項を登録する。

(1) 開発許可の年月日（法第３４条の２による開発許可の特例の場合を含む。）

(2) 予定建築物等の用途

(3) 公共施設の種類、位置及び区域

(4) その他開発許可の内容

(5) 法第３５条の２の規定に基づく変更の許可等の内容

(6) 法第４１条第１項の制限の内容

(7) 特定承継人の住所及び氏名

(8) 工事完了検査年月日及び工事完了公告年月日

(9) 法第４１条第２項ただし書き又は法第４２条第１項ただし書きの許可及び法第４２条第

２項の協議成立の内容
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(10) 法第８１条第１項の規定による監督処分を受けた場合は、それにより登録簿に登録され

た事項について変動を生じた内容

２ 開発登録簿の閲覧

許可権者は、開発登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所を設け、登録簿の

閲覧及び写しの交付事務を行っている。

本県においては、開発登録簿閲覧所は、県庁県土整備部都市計画課に設けている。

なお、閲覧時間は、徳島県の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く、午前９

時３０分から午後４時３０分（昼休みを除く）とする。
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Ⅰ 技術的な基準（法第３３条）

法第３３条第１項には、良好な市街地の形成を図るため、開発行為に一定の水準を保たせる

ための、技術的な基準が定められている。

開発目的別の技術基準適用一覧表

建 築 物 特定工作物

技術基準 非自 自己用 非自 自己の

己用 居住用 業務用 己用 業務用

1-1 予定建築物等の用途 ○ ○ ○ ○ ○

1-2 道路、公園等 ○ × ○ ○ ○

1-3 排水施設 ○ ○ ○ ○ ○

1-4 給水施設 ○ × ○ ○ ○

1-5 地区計画等 ○ ○ ○ ○ ○

1-6 公益的施設及び予定建築物の用途の配分 ○ × ○ ○ ○

1-7 地盤改良、擁壁の設置等の安全上必要な措置 ○ ○ ○ ○ ○

1-8 災害危険区域等における開発行為の禁止 ○ × ○ ○ ○

1-9 樹木保存等(1ha以上) ○ ○ ○ ○ ○

1-10 緑地帯等(1ha以上) ○ ○ ○ ○ ○

1-11 輸送施設(40ha以上) ○ ○ ○ ○ ○

1-12 申請者の １ha未満 ○ × × ○ ×

資力信用 １ha以上 ○ × ○ ○ ○

1-13 工事施行者 １ha未満 ○ × × ○ ×
の工事施行
能力 １ha以上 ○ × ○ ○ ○

1-14 妨げとなる権利者の同意 ○ ○ ○ ○ ○

4 敷地面積の最低限度 ○ × × × ×

（注）１ ○：適用、×：適用除外

２ 道路公園等：第二種特定工作物については、令第２５条第３号に基づく道路の設置

及び令第２５条第６号及び第７号に基づく公園等の設置は適用除外

以下、法第３３条各号ごとに、具体的な基準を説明する。

第３章 開発許可の基準
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1-1 予定建築物等の用途（法第３３条第１項第１号）

予定建築物等の用途が用途地域等（用途地域、特別用途地区、特別用途制限地域、居住環

境向上用途誘導地区、流通業務地区、港湾法による分区）が定められている場合の用途の制

限及び用途地域等が定められていない場合の建築基準法による用途の制限に適合する必要が

ある。

1-2 道路、公園等（法第３３条第１項第２号、令第２５条）

自己の居住用以外の開発行為の場合は、道路、公園、広場、その他公共の用に供する空地

（消防水利が十分でない場合は消防水利施設を含む。）を適当に配置し、開発区域内の主要

な道路が開発区域外の相当規模の道路に接続しなければならない。

(1)道路の基準

① 都市計画道路、開発区域外の道路との関係（令第２５条第１号）

開発区域内の道路は、都市計画道路又は開発区域外の道路の機能を阻害することなく、

かつ、これらの道路に接続する場合はその機能が有効に発揮されるように設計されてい

ること。

② 道路の幅員（令第２５条第２号、規則第２０条の２）

予定建築物等の敷地に接する道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物等の区

分に応じて、次表のとおりとすること。ただし、既存道路に接して行われる一敷地の単

体的な開発行為にあっては、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及

び利用の態様等に照らして、周辺に既に建築物が建ち並んでいるなど、道路整備が著し

く困難である場合は、この限りでない。（第９章 Ｑ＆Ａ ３３条 開発許可基準１

問１ 参照）

開発規模 0.1 0.1～1.0 1.0～10 10～20 20
備考

種 別 ha未満 ha ha ha ha以上

区 画 道 路 ６ｍ（４ｍ）
()内は、

住宅 主たる道路 ６ｍ ６ｍ～９ｍ
小区間で

幹 線 道 路 １２ｍ
通行上支

区 画 道 路 ６ｍ ９ｍ
住宅 （４ｍ） （４ｍ） 障がない

以外 主たる道路 ６ｍ ９ｍ 場合

幹 線 道 路 １２ｍ

開発区域内に新たに区画道路が整備される場合については、令第２５条第４号の規定

が適用される。

③ 市街化調整区域における大規模開発の幹線道路（令第２５条第３号）

市街化調整区域における２０ｈａ以上の開発行為（第二種特定工作物の建設を目的と

する開発行為を除く。）にあっては、予定建築物等の敷地から２５０ｍ以内の距離に幅

員１２ｍ以上の道路が設けられていること。

第３章 開発許可の基準
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④ 開発区域内の主要な道路が接続する開発区域外の道路（令第２５条第４号）

開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員９ｍ以上（主として住宅の建築の用に

供する目的で行う開発にあっては６．５ｍ以上）の道路に接続していること。ただし、

開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、次の優先順位で

接続道路を定めること。

ア 将来拡幅計画のある現在幅員４ｍ以上の公道

イ 幅員４ｍ以上の公道

ウ 建築基準法第４２条第２項の規定により特定行政庁が指定する道路（この道路を接

続道路とすることについて市町村及び消防の同意が得られるものとし、可能な限り４

ｍ以上に拡幅するとともに、待避所を設ける等により交通の支障とならないように努

めること。）

なお、3,000㎡未満の小規模な住宅団地内の道路が接続する建築基準法第４２条第２

項の道路については、中心後退を行う必要がある。ただし、市街化調整区域において開

発区域内の主たる道路が接する部分は、一方後退とする。

⑤ 開発区域内の幅員９ｍ以上の道路の基準（令第２５条第５号）

歩車道分離がされていること。また、歩車道の標準幅員は次の表による。

道路幅員 歩道幅員 車道幅員

９ｍ １．５ｍ×２ ６ｍ ※ 設計においては、管理予定

１２ｍ ２ｍ×２ ７ｍ 者である市町村等と十分協議

１６ｍ ３ｍ×２ ９ｍ すること。
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⑥ 道路の構造基準（規則第２４条、建築基準法施行令第１４４条の４、運用基準）

建築基準法に基づく道路位置指定技術基準によるほか、県の運用基準を定めている。

ア 道路の形状

ⅰ 主たる道路、幹線道路は両端を他の道路に接続し、通り抜け道路とすること。

やむを得ず行き止まり道路になる場合は、将来この道路に接続可能なように開発

区域端まで延長しておくこと。

ⅱ 開発区域端が河川等の場合においては、袋小路とならないようループ状の道路配

置にするよう努めること。

ⅲ やむを得ず袋小路となる場合は、転回広場を設けること。

【４ｍ道路の転回広場の設置基準】

L １ ≦35ｍ L １ L 2

Ｌ≦120ｍ

注１ 終端転回場は、L ２が１０ｍを超える場合必要となる。

注２ 延長３５ｍ以内ごとに転回広場を設け、総延長Ｌは120ｍを超えてはならない。

注３ 総延長３５ｍ以下の場合は転回広場は不要。

注４ ６ｍ道路の場合でＬ＞50ｍのときは、終端転回場が必要である。（総延長の制

限はない。）

ⅳ 転回広場の延長は５ｍ、すみ切りは２ｍとする。

中間に設ける転回広場は次のとおりとする。

また、終端転回場は次のとおりとする。

2m 2m

2m

4m3m 3m

4m

2m 2m

2m

4m

4m

3m(6m) 6m(3m)

2m 2m

2m2m

2m 2m

4m

4m

3m 3m

L1≦35m L1≦35m

転回広場と考える

L≦35mの場合

終端転回場不要
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イ 構造基準

道路幅員＝道路敷
道路敷

歩道幅員 車道幅員 道路幅員

道路幅員＝道路敷

ＣＬ
1.5～2.0％

注１ 側溝は原則として両側ふた付きＵ型側溝とする。ただし、排水管渠が別に計画

されている場合又は片側が宅地化される恐れがない場合（河川・海・がけ等）は

Ｌ型側溝とすることができる。

注２ 縦断勾配は９％以下とし、かつ階段状でないものとする。ただし、地形などか

らやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り１２％以下としてもよい。

注３ 路面横断勾配は、簡易舗装、アスファルト舗装においては１.５％～２.０％と

し、その他のものについては３.０％～５.０％とする。

注４ 道路管理予定者（市町村）の整備基準がある場合は、当該整備基準によること

ができる。
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ウ すみ切りの形状

すみ切りの形状は、次の表による。

幅員
４ｍ ６ｍ ９ｍ 12ｍ 16ｍ 備 考

幅員

４ｍ ２ｍ ２ｍ ２ｍ － －
Ｌ：すみ切り長さ 道路幅員

６ｍ ２ｍ ３ｍ ３ｍ ３ｍ －

９ｍ ２ｍ ３ｍ ４ｍ ４ｍ ４ｍ Ｃ

Ｌ

１２ｍ － ３ｍ ４ｍ ６ｍ ７ｍ

１６ｍ － － ４ｍ ７ｍ ８ｍ 道路幅員 Ｌ

注１ 交差道路の内角が120度以上の場合は、すみ切りは不要である。

注２ すみ切りの長さが２ｍで、内角が60度未満の場合は、すみ切りの底辺を

２ｍとする。

注３ すみ切りの長さが２ｍで、両側すみ切りを設けることが困難な場合は、片

側すみ切りですみ切りと交差道路との間につくる三角形の面積を４㎡以上と

する。

(2) 公園等の基準

① 設置に関する基準（令第２５条第６、７号、規則第２１条、県条例第４条）

開発区域の面積に応じ、次表の基準に従い、公園等が設けられていること。

ただし、０．３ｈａ以上５ｈａ未満の開発行為で、開発区域の周辺に相当規模の公園、

緑地又は広場が存在する場合や、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、

その敷地が一である場合等特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

開発区域 開発区域 公 園 等 の
の面積 全体に対 １ カ 所 ご 設置すべき公園等 備 考

する割合 との広さ

0.3ha以上 ３％以上 150㎡以上 広場又は緑地で可
1ha未満

1ha以上 ３％以上 150㎡以上 少なくとも１カ所は公園を設置 予定建築物が
5ha未満 住宅以外の場

合は緑地又は
5ha以上 ３％以上 300㎡以上 広場、緑地は不可 広場でも可
20ha未満 1,000㎡以上の公園１カ所以上設置

20ha以上 ３％以上 300㎡以上 広場、緑地は不可。
1,000㎡以上の公園２カ所以上設置

② 公園に関する技術的細目（規則第２５条）

ア 面積が1,000㎡以上の公園には２以上の出入り口を配置すること。

イ 自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又は塀等を設置すること。

ウ 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配であること。

エ 雨水等の排水施設を設置すること。
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(3) 消防水利（令第２５条第８号）

消防法第２０条第１項の規定による基準に適合する消防水利がない場合には、当該基準

に適合する貯水施設（消防水利）を設置すること。

なお、自己の居住用又は1,000㎡以内の自己の業務用の開発の場合は消防水利は不要で

ある。

（参考）消防水利の基準（昭和39年 消防庁告示第七号）

1-3 排水施設（法第３３条第１項第３号）

排水施設は、降水量、開発区域の規模、形状、周辺の状況、土地の地形及び地盤の性質、

予定建築物の用途及び規模等を勘案して、開発区域内の下水を有効に排出できるとともに、

開発区域及びその周辺の地域に溢水等の被害が生じないような構造及び能力で、適切に設計

しなければならない。なお、汚水及び雑排水の地下浸透処理は認められない。また、公共施

設の管理者との協議において、周辺の排水施設と一体的に整備する必要があるとして指示等

があった場合は、これに協力しなければならない。

(1) 排水施設の技術的細目（令第２６条、規則第２２条）

① 管渠の勾配及び断面積は、５年に１回の確率で想定される降雨強度値以上を用いた計

画雨水量、生活等に起因する排水量及び地下水量を有効に排出できるようにすること。

② 開発区域内の排水施設は、下水道等の排水施設又は河川等の公共の水域若しくは海域

に接続すること。この場合、放流先の排水能力によりやむを得ない場合は、遊水池等を

設置することは妨げない。

③ 雨水又は浄化槽の処理水以外の下水は、原則として暗渠により排出すること。

④ 排水施設の構造は、堅固で耐久性を有するものであること。

⑤ 排水施設は、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小

限度にするものであること。

⑥ 公共の用に供する排水施設は、道路等の維持管理上支障がない場所に設置されている

こと。

⑦ 公共の用に供する暗渠である排水施設の内径は２０㎝以上とすること。また、道路に

埋設する場合は、土被りを１．２ｍ以上とすること。ただし、現地の状況等によりやむ

を得ず土被り１．２ｍ以上を確保できない場合は、外圧から管渠を保護するか、荷重条

件に適合した管渠（重圧管等）を用いること。

⑧ 暗渠の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設置すること。

ア 公共の管渠の始まる箇所

イ 流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所

ウ 管渠の内径の１２０倍を超えない範囲で維持管理上必要な箇所

⑨ ます又はマンホールの底には、専ら雨水用のものには深さ１５㎝以上の泥溜めを、そ

の他のます又はマンホールにあっては適切な幅のインバートを設置すること。
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(2) 計画雨水量等の計算

① 計画雨水量の計算

計画雨水量は、開発区域の規模、地形等により適切な算定式を用いて算出するが、一

般的には徳島市下水道基準を用いて差し支えない。ただし、流末の河川等に対する影響

を考慮しなければならないような大規模な開発の場合は、徳島県県土整備部河川整備課

が定める降雨強度式を用いる方が現実的であり、県河川整備課と協議の上、適切に計画

雨水量を算出する必要がある

ここでは、これら二つの算定式に加え、河川の降雨強度式を用いて確率年１／５、

１／１０、１／３０、流達時間１０分で計算した地域ごとの数値を参考のために掲げる。

ア 徳島市下水道基準による算定式

１ Ｑ：計画雨水量（ｍ３／sec）
Ｑ＝ ×Ｃ×Ｉ×Ａ （合理式）

３６０ Ｃ：流出係数

ａ Ｉ：降雨強度（mm／ｈ）
Ｉ＝ （タルボット式）

ｔ＋ｂ Ａ：排水面積（ha）

ｔ：流達時間（分）

ａ＝６３００、ｂ＝４５：定数

※ 流達時間ｔ＝流入時間t1＋流下時間t2

流入時間t1： 雨水が排水施設まで流入する時間をいい、一般的な開発では５分

を標準とするが、緑地等の面積が多い場合等においては、１０分ま

で見込むことができる。

流下時間t2： 排水施設に流入した雨水が、断面検討地点まで流下する時間

Ｌ Ｌ：水路等の延長（ｍ）
ｔ2＝

６０×Ｖ Ｖ：マニングの式による平均流速（ｍ／sec）

※ 流出係数Ｃは、原則として下表により種別構成から加重平均により算出する。

工 種 別 流出係数 地 域 別 流出係数

不浸透性道路 0.70～0.95 市中の建て込んだ地区 0.70～0.90

アスファルト道路 0.85～0.90 建て込んだ住宅地区 0.50～0.70

マカダム道路 0.25～0.60 建て込んでいない住宅地区 0.25～0.50

砂利道 0.15～0.30 公園、広場 0.10～0.30

空地 0.10～0.30 芝生、庭園、牧場 0.05～0.25

公園、芝生、牧場 0.05～0.25 森林地方 0.01～0.20

注：宅地分譲の住宅敷地については、「市中の建て込んだ地区」を選択すること。

※ 開発面積が１ｈａ未満の場合は、次表の用途別総合流出係数を用いてよい。

敷地内に間地が非常に少ない商業地域や類似する住宅地域 ０．８０

浸透面の野外作業場等の間地のある工業地域や庭がある住宅地域 ０．６５

中層住宅団地や１戸建て住宅の多い地域 ０．５０

庭園の多い高級住宅地や畑地などが比較的残っている郊外地域 ０．３５

注：宅地分譲等で浸透面の非常に少ない開発行為にあってはＣ＝０.８とする。
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イ 県河川整備課が定める降雨強度式（確率年1／5、1／10、1／30の場合）

確率年 池 田 穴 吹 徳 島 半 田 京 上

1109.9 483.9 1330.9 451.2 582.1
1／5

t２／３+ 8.518 t1 ／2 + 3.218 t２／３+ 8.674 t1 ／2 + 2.722 t1 ／2 + 3.049

1372.7 610.0 1548.1 562.4 685.0
1／10

t２／３+ 9.297 t1 ／2 + 3.830 t２／３+ 8.682 t1 ／2 + 3.241 t1 ／2 + 3.291

1791.9 806.4 1869.4 733.6 839.7
1／30

t２／３+ 10.46 t1 ／2 + 4.546 t２／３+ 8.675 t1 ／2 + 3.860 t1 ／2 + 3.630

確率年 福原旭 蒲生田 木 頭 日和佐 宍 喰

916.3 1423.8 892.2 1718.1 2155.3
1／5

t1 ／2 + 3.754 t2 ／3 + 6.045 t1 ／2 + 4.736 t2 ／3 + 7.889 t2 ／3 +13.928

1089.3 1707.7 1077.4 2017.1 2547.0
1／10

t1 ／2 + 3.897 t2 ／3 + 6.325 t1 ／2 + 5.065 t2 ／3 + 8.271 t２／３+14.725

1346.4 2148.1 1360.1 2475.4 3156.7
1／30

t1 ／2 + 4.037 t2 ／3 + 6.682 t1 ／2 + 5.438 t2 ／3 + 8.768 t2 ／3 +15.798

ウ 河川課降雨強度式で流達時間１０分とした場合の降雨強度（mm／ｈ）

確率年 池 田 穴 吹 徳 島 半 田 京 上

1／5 ８４．３ ７５．８ １００．０ ７６．７ ９３．７

1／10 ９８．５ ８７．２ １１６．２ ８７．８ １０６．１

1／30 １１８．７ １０４．６ １４０．４ １０４．５ １２３．６

確率年 福原旭 蒲生田 木 頭 日和佐 宍 喰

1／5 １３２．５ １３３．２ １１３．０ １３７．１ １１６．１

1／10 １５４．３ １５５．７ １３１．０ １５６．２ １３１．５

1／30 １８７．０ １８９．７ １５８．１ １８４．６ １５４．４

② 排水管渠の流量計算

Ｑ＝Ａ×Ｖ Ｖ：流速（ｍ／sec）０.６～３.０ｍ／secを標準とする。

Ｑ：流量（ｍ３／sec）、Ｒ：径深＝Ａ／Ｐ（ｍ）

ｎ：粗度係数 Ｉ：水面勾配 Ａ：流水の断面積（㎡）

Ｐ：流水の潤辺長（ｍ）

流速Ｖについては、次のいずれかの式による。

１ 0.00155
２３＋ ＋

ｎ Ｉ
＜ガンギレー・クッター公式＞ Ｖ＝ ×(Ｒ×Ｉ)１／２

0.00155 ｎ
１＋(２３＋ )×

Ｉ Ｒ１／２

１
＜マニング公式＞ Ｖ＝ ×Ｒ２／３×Ｉ１／２

ｎ

注：開水路では、８割水深で計算すること。（「宅地防災マニュアルの解説」から参照）
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(3) 下水（汚水及び雑排水）量の計算

① 計画時間最大下水量は、計画１日最大下水量を２４時間で割った１時間当りの下水量

を、時間変動を見込んで１．５倍した数値とし、計画１日平均下水量は、計画１日最大

下水量の８０％を標準とする。

② 住宅における１人１日最大下水量は４００㍑とし、住宅以外の用途の建築物について

はそれぞれの用途に応じた排水量を用いる。

(4) 終末処理施設の設置及び管理

住宅地の造成を目的とした開発行為で計画人口が５００人を超える場合は、従来は、終

末処理施設を設置しなければならないこととしていたが、小型合併処理浄化槽が普及して

いるため、終末処理施設を設置するか否かについては、地元市町村との協議により決定す

ることとする。ただし、設置する場合は市町村管理を原則とする。

1-4 給水施設（法第３３条第１項第４号）

主として、自己の居住用の開発行為以外の開発行為においては、水道その他の給水施設が

当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置さ

れていなければならない。

本県においては、次のような運用基準を定めている。

(1) 給水施設については、衛生上の観点から極力市町村の水道の引き込みによる給水計画と

すること。

(2) やむを得ず打ち込み井戸を利用する場合は、次のような取り扱いによること。

① 専用水道（水道法第３条第６項）の場合

専用水道の場合は、完了検査時に水道法第４条による５０項目の水質基準の検査を行

い、適合していることを証する市町村の受付印が押印された書面を提出すること。

（専用水道の定義）

専用水道とは、水道事業の用に供する水道以外の水道で、供給人口が１００人を

超えるか、又は、１日の最大給水量が２０ｍ３ を超えるものをいう。ただし、他の

水道から供給される水のみを水源とし、かつ、その２５mm径の導管の全長が１，５

００ｍ以下で水槽の有効容量の合計が１００ｍ３以下の水道を除く。

② 専用水道以外の場合

宅地分譲を目的とする開発行為において、専用水道以外の水道については、次のとお

りとする。

ア 完了検査時に、徳島県飲用井戸等衛生対策要領に基づき水質検査を実施し、水質基

準に適合していることを証する保健所の受付印が押印された書面を提出すること。

イ ５戸かつ１，０００㎡以下の場合は、各戸の打込み井戸としても可とする。

ただし、完了検査時に次に示す手順で検査を行い、水質基準に適合していることを

証する保健所の受付印が押印された書面を提出すること。

ⅰ 全ての井戸について、徳島県飲用井戸等衛生対策要領に基づき、定期検査項目で
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ある１３項目及び塩素消毒をしている場合は残留塩素濃度の検査を行う。

ⅱ ⅰの検査に適合していること確認した上で、保健所の指導に従い、さらに少なく

とも１箇所について水道法第４条による５０項目の水質基準の検査を行う。

1-5 地区計画等（法第３３条第１項第５号）

開発区域内の土地について、地区計画等が定められているときは、予定建築物等の用途又

は開発行為の設計が地区計画等に定められた内容に即した内容となっていること。

1-6 公益的施設及び予定建築物の用途の配分（法第３３条第１項第６号、令第２７条）

開発行為の目的に照らして、開発区域の利便の増進、開発区域及びその周辺の環境の保全

が図られるように、学校その他の公益的施設及び予定建築物の用途の配分が定められている

こと。

２０ｈａ以上の大規模な住宅開発の場合は、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、

医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が適切に配置されていなければならない。

ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

1-7 防災安全施設（法第３３条第１項第７号、令第２８条、規則第２３条）

地盤の沈下、崖崩れ、出水等による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地

盤の改良、擁壁又は排水施設の設置等その他安全上必要な措置が講じられていること。

具体的には、次のような項目が定められている。

(1) 軟弱地盤の措置

地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜き等の措

置が講じられていること。

(2) 崖の上端に続く地盤面の排水勾配

開発行為によって崖が生じる場合、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、

その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。

(3) 切土後の地盤の滑りの防止

切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよ

うに、地滑り防止ぐい、グランドアンカー等の土留めの設置、土の置換え等の措置が講じ

られていること。

(4) 盛土における沈下、崩壊、滑りの防止

① 盛土に雨水等の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じない

ように、概ね３０㎝以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、

ローラー等の建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り防止ぐい等の

設置等の措置が講じられていること。

② 著しく傾斜している土地に盛土をする場合は、盛土と元の地盤が接する面が滑り面に

ならないように、段切り等の措置が講じられていること。
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③ 大規模盛土については、盛土全体の安全性の検討を要する。

ア 適用条件

１）谷埋め型大規模盛土造成地

盛土をする土地の面積が3,000㎡以上であり，かつ，盛土をすることにより，当該

盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え，盛土の内部に侵入

することが想定されるもの。

２）腹付け型大規模盛土造成地

盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし，かつ，盛土の高さが

5m以上となるもの。

※谷埋め型の地下水位が内部に侵入するかどうかの判断については，地下水位が地質や

季節変動など様々な要因によって変化する事が容易に想定されることから，原則は侵入

するものとして取り扱う。ただし，地下水位が盛土をする前の地盤面を超えて侵入しな

い事が明らかな場合は，検討を要しない。

イ 検討内容

１）安定計算

谷埋め型大規模盛土造成地の安定性については，二次元の分割法により検討するこ

とを標準とする。

腹付け型大規模盛土造成地の安定性については，二次元の分割法のうち簡便法によ

り検討することを標準とする。

２）計算方法

計算に用いる式，定数，安全率などは「宅地防災マニュアルの解説（第三次改訂版）」

を参照。

地　山

盛土

3,000m2以上

地山盛土

20°以上

５ｍ以上

谷埋め型 腹付け型
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(5) 擁壁の設置

① 設置基準（規則第２３条）

ア 切土による高さ２ｍを超えるがけ、盛土による高さ１ｍを超えるがけ、切土と盛土

を同時にした場合の高さ２ｍを超えるがけのがけ面は、その土質に応じて、次の表に

従って、擁壁を設置しなければならない。

擁壁を要 垂直距離５ｍを超 擁 壁 を 要

工種 土 質 しない勾 える場合に擁壁を す る 勾 配

配の上限 要する勾配の範囲 の下限

軟岩(風化の著しいものを除く。） ６０度 ６０度～８０度 ８０度

切土 風化の著しい岩 ４０度 ４０度～５０度 ５０度

砂利、真砂土、硬質粘土その他 ３５度 ３５度～４５度 ４５度

盛土 － ３０度 － －

注１ 「がけ」とは、３０度を超える勾配の土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以

外のものをいう。

注２ 切土の場合で、擁壁を要する垂直距離５ｍを超えるがけについて、擁壁を要しない

がけで上下に分断されているときは、擁壁を要しないがけの部分は存在せず、上下の

がけの部分は連続しているものとみなす。（規則第２３条第１項第２号）

注３ 小段等によって上下に分離されたがけについては、下層のがけの下端から３０度の

勾配をなす面の上に上層のがけ面の下端があるときは、上下のがけは一体のものとみ

なす。（規則第２３条第２項）

イ 土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、擁壁の設置が必要でないと確かめ

られた場合、又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代

えて他の措置が講じられた場合は、擁壁の設置を要しない。

② 技術的基準（規則第２７条）

ア 擁壁は、構造計算等により、次のことが確かめられていること。

ⅰ 土圧、水圧、及び自重（以下「土圧等」という。）により擁壁が破壊されないこ

と。

ⅱ 土圧等により、擁壁が転倒しないこと。

ⅲ 土圧等により、擁壁の基礎がすべらないこと。

ⅳ 土圧等により、擁壁が沈下しないこと。

イ 擁壁には、３㎡に１箇所以上の水抜き穴（径７５mm以上）を設け、擁壁の裏面で水

抜き穴の周辺等の必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。

ただし、空積造など裏面の水が有効に排水できる構造のもの、高さ１ｍ以下の擁壁

はこの限りでない。
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③ 鉄筋コンクリート擁壁の施工上の留意事項（「宅地防災マニュアルの解説」から参照）

鉄筋コンクリート擁壁の施工についてはＪＡＳＳ５（日本建築学会建築工事標準仕様

書）等を参照すること。なお、特に留意すべきことを次に示す。

ア 擁壁の支持地盤は土質試験等を行い、設計条件を満足するか否かを確認すること。

イ 伸縮継目及び隅角部の補強

L
a a

擁壁の高さ３ｍ以下

伸縮継目 a a＝50㎝
L

擁壁の高さ３ｍ超

a＝60㎝
a

Ｌは2.0ｍを超え、

かつ擁壁の高さ程度

とし、その内側には

設けないこと
立体図 平面図

ウ コンクリートの打設時には、供試体を作成し圧縮強度試験を行うこと。

エ 型枠存置期間は「建築基準法施行令第７６条第２項に基づく現場打コンクリートの

型枠及び支柱の取りはずしに関する基準」（建設省告示第110号S46.1.29）に定める

最低日数を守ること。

オ 斜面上に擁壁を設置する場合（(社)日本建築士会連合会「構造図集 擁壁｣から参照）

0.4H以上でかつ1.5m以上 土質別角度（θ）

コンクリート打ち H 軟岩（風化の著しいものを除く） 60°
厚さ5～10㎝

風化の著しい岩 40°

必要な根入れ 砂利、真砂土、硬質粘土等 35°

盛土又は腐植土 25°
θ
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カ 上部・下部擁壁を近接して設置する場合（(社)日本建築士会連合会「構造図集擁壁」

から参照）

0.4H以上でかつ 0.4H以上でかつ
1.5m以上 1.5m以上

H H

h
h

θ θ

0.4H以上でかつ 0.4H以上でかつ
1.5m以上 1.5m以上

H H

h
h

θ θ
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④ 練り積み造擁壁の施工上の留意事項（「宅地防災マニュアルの解説」から参照）

練り積み造擁壁は、地上高さ５ｍを限度とする。

また、擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、鉄筋コンクリート造又は無筋コン

クリート造で、擁壁のすべり及び沈下に対して安全である基礎を設けるとともに、がけ

の状況等により、はらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔で鉄筋コ

ンクリート造の控え壁を設ける等の措置を講じる必要がある。

ア 練り積み造擁壁の構造（宅地造成等規制法施行令第８条）

注１） 擁壁に作用する積載荷重は、５ｋＮ／㎡程度を想定している。

２） 砂等が水抜穴を通じて流出するおそれのある場合には、必要に応じて吸い出し防

止材等を水抜穴の裏側に使用し、流出防止対策を図る必要がある。
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がけの 第 第 真砂土、関東ローム、 第
土質 岩、岩層、砂利又は

１ ２ 硬質粘土その他これ ３ その他の土質
擁壁 砂利混じり砂
の勾配 種 種 らに類するもの 種

70°を超え Ｈ 2ｍ以下 2～3ｍ Ｈ 2ｍ以下 2～3ｍ Ｈ 2ｍ以下 2～3ｍ

75°以下 Ａ 40㎝ 40㎝ Ａ 40㎝ 40㎝ Ａ 70㎝ 70㎝

【３分勾配】 Ｂ 40㎝ 50㎝ Ｂ 50㎝ 70㎝ Ｂ 85㎝ 90㎝

Ｈ 2ｍ以下 2～3ｍ Ｈ 2ｍ以下 2～3ｍ Ｈ 2ｍ以下 2～3ｍ

Ａ 40㎝ 40㎝ Ａ 40㎝ 40㎝ Ａ 70㎝ 70㎝
65°を超え

Ｂ 40㎝ 45㎝ Ｂ 45㎝ 60㎝ Ｂ 75㎝ 85㎝
70°以下

Ｈ 3～4ｍ Ｈ 3～4ｍ Ｈ 3～4ｍ
【４分勾配】

Ａ 40㎝ Ａ 40㎝ Ａ 70㎝

Ｂ 50㎝ Ｂ 75㎝ Ｂ 105㎝

Ｈ 3ｍ以下 3～4ｍ Ｈ 2ｍ以下 2～3ｍ Ｈ 2ｍ以下 2～3ｍ

Ａ 40㎝ 40㎝ Ａ 40㎝ 40㎝ Ａ 70㎝ 70㎝
65°以下

Ｂ 40㎝ 45㎝ Ｂ 40㎝ 50㎝ Ｂ 70㎝ 80㎝
【５分勾配】

Ｈ 4～5ｍ Ｈ 3～4ｍ 4～5ｍ Ｈ 3～4ｍ 4～5ｍ

Ａ 40㎝ Ａ 40㎝ 40㎝ Ａ 70㎝ 70㎝

Ｂ 60㎝ Ｂ 65㎝ 80㎝ Ｂ 95㎝ 120㎝

根入れ深さ Ｄ 0.15Hかつ35㎝以上 Ｄ 0.15Hかつ35㎝以上 Ｄ 0.2Hかつ45㎝以上

注１） 擁壁前面にＵ字型側溝を設ける場合は、地表面からの高さとする。

境界

Ｄ

注２） 擁壁前面にＬ字型側溝を設ける場合
歩道天端

L＜1.5の場合

25㎝

Ｄ

Ｔ１ 30㎝以上
裏込め礫の
厚さ 切土 30㎝以上

Ｔ２
盛土 60㎝又は擁壁高さＨの20/100のいずれか大きい数値以上
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イ 石材及びコンクリートブロック材

擁壁に用いる石材その他の組積材の控え長さ（組積材の面に対して垂直方向の長さ）

は、30㎝以上でなければならない。これは、剥落、押し抜き等に対して安全である

とともに、コンクリートを用いて擁壁の一体性を確保するための最低必要長さである。

また、石材は安山岩、花崗岩等硬質のもので、形状は間知石、雑割石、野面石、玉

石等とする。

ウ 擁壁の天端、下端、周辺の排水施設

擁壁の背面土に雨水、地下水が浸透すると土圧、水圧が増大して、擁壁倒壊の原因

となるので、擁壁の天端、下端には排水側溝を設け、地表水の処理を行うことが望ま

しい。

エ 土質に応じた背面排水

背面盛土材が粘性土のように透水性の悪い土を用いる場合は、背面に栗石、砂利な

どの地下排水層を設け、擁壁背面に滞水が生じないようにする。

透水層

オ 水抜穴

ⅰ 水抜穴は、内径７５mm以上の硬質塩化ビニール管を壁面３㎡当たり１カ所以上の

千鳥状に設ける。

ⅱ 水抜穴は、擁壁の下部や擁壁の裏面に湧水のある箇所には増加して配置する。

ⅲ 水抜穴は、排水方向に適当な勾配をとる。

ⅳ 水抜穴の裏側には、目詰まりや埋め戻し土砂が流出しないように、粗目の割栗石

を配置する。

カ 伸縮継目

伸縮継目は、原則として擁壁の長さ２０ｍ以内ごとに１箇所設け、特に地盤条件の

変化する箇所、擁壁高さが著しく異なる箇所、擁壁の材料・構法を異にする箇所は、
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有効に伸縮継目を設け、基礎部分まで切断する。

また、擁壁の屈曲部においては、伸縮継目の位置を隅角部から擁壁の高さの分だけ

避けて設置する。

キ 隅角部の補強

出隅部は、土圧等が二方向へ作用して生じる引張力によりひび割れ等の破壊が発生

しやすいため、出隅部をはさむ二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強す

る。

補強する二等辺の一辺の長さ及び伸縮継目の位置は、下図のとおりである。

伸縮目地の位置
L ｂ L

擁壁の高さ３ｍ以下

a＝50㎝
a a L

a 擁壁の高さ３ｍ超

a＝60㎝
a

Ｌは2.0ｍを超え、

かつ擁壁の高さ程度

立体図 平面図

(6) がけ面の保護（規則第２３条第４項）

開発行為によって生ずるがけ面は、擁壁でおおう場合を除いて、石張り、芝張り、モル

タル吹付け等によって、風化その他の浸食に対して保護しなければならない。

のり面保護工は、のり面の勾配、土質、気象条件、保護工の特性、将来の維持管理等に

ついて総合的に検討した上で工法を選定する。

のり面保護工の選定については、次表及び（社）日本道路協会発行の「道路土工－のり

面工・斜面安定工指針」における「切土のり面におけるのり面保護工選定のフロー」「盛

土のり面におけるのり面保護工選定のフロー」が参考になる。
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（参考）のり面保護工の種類と特徴

工 法 目 的・特 徴

種子吹付工＊１

客土吹付工

の 植生マット工＊１ 雨水浸食防止、凍上崩落抑制、のり面を全体的に植

り 張芝工 生するもの

面 厚層基材工＊１

緑 植生筋工
盛土の侵食防止、のり面を部分的に植生するもの

化 筋芝工

工 土のう工 不良土・硬質土のり面の侵食防止

樹木植栽工 樹木及びその幼苗を用いて、のり面の侵食防止、早

幼苗植栽工 期樹林化を図るもの

構 モルタル吹付工

造 コンクリート吹付工
風化、侵食防止

物 石張工

に ブロック張工

よ プレキャスト枠工 中詰めが土砂等の場合は浸食防止

る 現場打ちコンクリート枠工

の コンクリート張工 のり面表層部の崩落防止、岩盤はく落防止

り 吹付枠工

面 編柵工
のり面表層部の浸食や湧水による流失の抑制

保 のり面蛇かご工

護 落石防止網工（ネット工）
比較的小規模な落石対策

工 落石防止柵工

の のり肩排水溝

り 縦排水溝 のり面の表面排水

面 小段排水溝

排 地下排水溝

水 水平排水孔 のり面の地下排水

工 水平排水層

*1：特定外来生物、要注意外来生物の使用禁止

1-8 災害危険区域等（法第３３条第１項第８号、令第２３条の２）

自己の業務用及び非自己用の開発行為は、原則として開発区域内に次の区域を含まないこ

と。

(1) 建築基準法第３９条第１項の「災害危険区域」

(2) 地すべり等防止法第３条第１項の「地すべり防止区域」

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項の

「土砂災害特別警戒区域」

(4) 特定都市河川浸水被害対策法第５６条第１項の「浸水被害防止区域」
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(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の「急傾斜地崩壊危険区域」

1-9 樹木等の保存（法第３３条第１項第９号、令第２８条の２、規則第２３条の２）

１ｈａ以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全する

ため、以下の措置が講じられていること。

(1) 高さが10ｍ以上の健全な樹木又は高さが５ｍ以上で、かつ、面積が300㎡以上の健全な

樹木の集団については、公園又は緑地として保存の措置が講じられていること。ただし、

当該開発行為の目的、規模、形状及び周辺の状況、開発区域内の土地の地形及び地盤の性

質並びに予定建築物等の用途、敷地の規模及び配置と当該樹木又は樹木の集団の位置とを

勘案してやむを得ないと認められる場合はこの限りではない。

(2) 高さが１ｍを超える切土又は盛土が行われる土地の面積が1,000㎡以上の場合は、当該

切土又は盛土を行う部分について表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講じられてい

ること。

1-10 緑地帯等の配置（法第３３条第１項第１０号、令第２８条の３、規則第２３条の３）

(1) 騒音、振動等により環境悪化をもたらすおそれのある予定建築物等の建築等のための１

ｈａ以上の開発行為にあっては、以下に定める緑地帯等を配置すること。ただし、公園等

に接する場合には幅員を減少させること又は配置しないことができる。

(2) 緑地帯等の幅員は、次表による。

１ha以上 1.5ha以上 5ha以上 15ha以上 25ha以上
開発規模

1.5ha未満 5ha未満 15ha未満 25ha未満

緑地帯等の幅員 ４ｍ ５ｍ １０ｍ １５ｍ ２０ｍ

1-11 輸送施設（法第３３条第１項第１１号、令第２４条）

４０ｈａ以上の開発行為は、道路、鉄道等による輸送の便等からみて、当該開発行為が支

障がないと認められること。

1-12 申請者の資力及び信用（法第３３条第１項第１２号、令第２４条の２）

非自己用又は自己の業務用で１ｈａ以上の開発行為にあっては、開発行為を行うために必

要な資力及び信用があること。

資力及び信用は、「資金計画書」（金融機関の融資証明又は残高証明書、納税証明書）、「事

業者の事業経歴書」、「申請者が個人の場合は戸籍抄本又は住民票及び資産に関する調書」、

「申請者が法人の場合は定款、登記簿謄本及び財務諸表」等により審査している。

なお、１，０００㎡未満の小規模な開発については、事務の簡素化の観点から、資金計画

書及び事業者の事業経歴書を添付しなくてもよいこととしている。

1-13 工事施行者（法第３３条第１項第１３号、令第２４条の３）

非自己用又は自己の業務用で１ｈａ以上の開発行為にあっては、工事施行者に工事を完成

させる能力があること。本県においては「工事施行者の工事経歴書」、「建設業法の許可証
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明書」等により審査している。なお、１，０００㎡未満の小規模な開発については、工事施

行者の工事経歴書を添付しなくてもよいこととしている。

1-14 妨げとなる権利者の同意（法第３３条第１項第１４号）

開発行為をしようとする土地若しくは開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内

の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物について、開発行為の施行又は開発行

為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることが必要で

ある。

「妨げとなる権利を有する者」とは、土地については所有権、永小作権、地上権、賃借権、

質権、抵当権、先取特権等を有する者のほか、土地が保全処分の対象となっている場合には、

その保全処分をした者を含むと解する。また、工作物については、所有権、賃借権、質権、

抵当権、先取特権を有する者のほか、土地改良施設がある場合はその管理者が含まれると解

する。

本県においては、妨げとなる権利者の同意について、次のような取り扱いをしている。

(1) 原則として全員同意とする。ただし、権利者の死亡又は行方不明等により権利者全員の

同意を得ることが極めて困難な場合は、２／３以上の同意で可とする。その場合において

も、工事完了検査までには全員の同意を得る必要がある。

(2) 妨げとなる権利を有する者の同意書には、印鑑証明書が添付されていること。ただし、

同意者の本人確認資料を添付する場合は押印及び印鑑証明書の添付を省略することができ

る。また、同意書を交付する機会が極めて多い銀行及び県信用保証協会等の場合も、印鑑

証明書の添付を省略することができる。

(3) 開発区域内の土地が筆界未定のときは、旧公図等で申請地を特定できる（申請地周囲の

権利者が確定される）場合を除き、筆界未定区域の所有権者等の全員の同意が必要である。

(4) 未登記の建築物等がある場合は、固定資産税評価証明等によりその権利者を確認し、同

意書を添付する。

1-15 敷地面積の最低限度

(1) 市街化調整区域内の非自己用の開発行為にあっては、敷地面積を１６５㎡以上としなけ

ればならない。ただし、土地の分割上やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

（条例第５条）

(2) 市街化区域内の非自己用の開発行為にあっては、敷地面積を１００㎡以上としなければ

ならない。（指導基準）
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Ⅱ 市街化調整区域の許可基準（法第３４条）

市街化調整区域内においては原則として開発行為が制限されているが、スプロール対策上特

に支障がないもの、スプロール対策上支障はあるがやむを得ないものについては、例外的に許

可される。法第３４条各号にこの許可基準を定めており、以下その詳細について解説する。

１－１ 周辺居住者の日常生活のため必要な日用品販売店舗等（法第３４条第１号）

周辺の地域に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を

営む店舗等を許可の対象とし、具体的には、次の「日用品販売店舗等に係る「法第３４条第

１号」の運用基準」によっている。また、この運用基準の付表には、令第２２条第６号（開

発許可の適用除外となる小規模な店舗）に該当するか否かについても表示している。

日用品販売店舗等に係る「法第34条第1号」の運用基準
(1) 対象用途

建築物の用途は、原則として次表に該当するものであること。

(2) 立地基準

建築物の敷地は、原則として市街化調整区域内の既存集落又はそれに近接する土地の区域に

存するものであり、かつ、既存の道路に接したものであること。

(3) 計画基準

計画が次の(ｲ)から(ﾆ)までに該当していること。

(ｲ) 原則として敷地の規模は１，０００㎡以内であり、かつ、建築物の延べ面積は５００㎡以

内であること。

(ﾛ) 店舗等に付属する住宅部分等の規模は、延べ床面積の５０％以下であり、かつ、必要最小

限であること。（ただし、理容店、美容店及びたばこ販売店はこの限りでない。）

(ﾊ) 敷地及び駐車場の規模は過大でないこと。

(ﾆ) 住宅と店舗の区画が明確である等建築物の平面計画及び立面計画が店舗としてふさわしい

ものであること。

(4) 事業計画

次の(ｲ)及び(ﾛ)に該当している等事業計画が十分に熟していること。

なお、事業計画については、特に必要があると認められる場合において、事前に申請者自身

からヒアリングを行い、適否を判断する。(ｲ) 営業に関し許認可等を要するものについては、

許認可等を得られる見込みがあること。

(ﾛ) 営業の意図及び内容が明確であり、営業を開始するた 前面道路

めに必要な準備が整っていること。

(5) 旗竿敷地について

① 運用基準（１）の場合

旗竿形状の敷地は不可。ただし、進入路部分の幅に対 旗竿敷地

する長さが２倍以下又は幅が６ｍ以上のものは旗竿と見

なさない。

② 運用基準（２）（３）の場合

旗竿形状の敷地でも可。

(6) 開発許可が不要な小規模な日用品店舗

次表において、令第２２条第６号欄に該当する用途に供する建築物で、次の①から③までの

全てに該当するものについては許可は不要である。

許可が不要となるものについては、確認申請受付に際して、その旨の適合証明が必要である。

① 開発区域周辺の市街化調整区域に居住している者の自己の業務用

② 延べ面積が５０㎡以内(2以上の建築物を建築する場合はその合計)の建築物の新築

③ 敷地の規模は１００㎡以内

第３章 開発許可の基準
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法第３４条第１号又は令第２２条第６号に該当する業種
（日本標準産業分類（令和５年６月改訂）による。）

運用基準（１）－ 敷地面積1,000㎡以下、建築物の延べ面積500㎡以下

Ｉ 卸売・小売業
（※知事が指定する道路に面する物品販売業は、敷地面積5,000㎡以下、建築物の延べ面積1,500㎡以下：条例で許可）

中分類５６－各種商品小売業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

561百貨店 5611百貨店 百貨店、デパートメントストア（従業員が常時 × ×
５０人以上）

562総合スーパー 5621総合スーパーマ 総合スーパーマーケット（従業員が常時５０人 × ×
マーケット ーケット 以上）

563コンビニエン 5631コンビニエンス コンビニエンスストア 〇 〇
スストア ストア

564ドラッグスト 5641ドラッグストア ドラッグストア × 〇
ア

565ホームセンタ 5651ホームセンター ホームセンター × ○
ー

566均一価格店 5661均一価格店 均一価格店 × 〇

569その他の各種 5699その他の各種商 主として他に分類されない衣食住にわたる各種
商品小売業 品小売業 商品を小売する事業所（従業者が常時５０人未 × ○

満）

中分類５７－織物、衣服、身の回り品小売業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

571呉服・服地・ 5711呉服・服地小売 呉服、和服、反物、帯、服地、小切れ、裏地、 ○ ○
寝具小売業 業 らしゃ

5712寝具小売業 ふとん、毛布、ふとん地、敷布、蚊帳、ふとん
綿、丹前、ナイトガウン、まくら、マットレス、 ○ ○
パジャマ

572男子服小売業 5721男子服小売業 洋服、注文服、テーラーショップ、学生服、オ
ーバーコート、レインコート、ジャンパー、作 ○ ○
業服、ズボン

573婦人・子供服 5731婦人服小売業 婦人服、婦人服仕立、婦人用事務服、洋裁店、 ○ ○
小売業 レインコート、毛皮コート、ブティック

5732子供服小売業 子供服、子供服仕立、ベビー服 ○ ○

574靴・履物小売 5741靴小売業 各種靴、地下足袋、靴付属品、靴ひも、靴墨 ○ ○
業

5742履物小売業 履物、下駄、草履、スリッパ、サンダル ○ ○

第３章 開発許可の基準
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第３章 開発許可の基準

中分類５７－織物、衣服、身の回り品小売業（つづき）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

579その他の織物 5791かばん・袋物小 かばん、トランク、ハンドバック、袋物 ○ ○
・衣服・身の回 売業（小売修理業含
り品小売業 む）

5792下着類売業 補整着、下着、Ｔシャツ ○ ○

5793洋品雑貨、小間 洋品店、装身具、化粧道具、シャツ、ワイシャ
物小売業 ツ、帽子、ネクタイ、ハンカチ、ふろしき、手 ○ ○

ぬぐい、タオル、足袋、靴下、扇子・うちわ、
紋章、ベルト、バックル、裁縫用品

5799他に分類されな 洋傘、和傘、ステッキ、白衣、水着
い織物・衣服・身の ○ ○
回り品小売業

中分類５８－飲食料品小売業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

581各種食料品小 5811食料品スーパー 食品スーパーマーケット × ○
売業 マーケット

5819その他の各種食 各種食料品店、食料雑貨店
料品小売業 〇 〇

582野菜・果実小 5821野菜小売業 野菜小売、八百屋 ○ ○
売業

5822果実小売業 果実小売、果物屋 ○ ○

583食肉小売業 5831食肉小売業 肉屋、獣肉、塩蔵・冷凍肉、肉製品、魚肉ハム ○ ○
・ソーセージ

5832卵･鳥肉小売業 卵、鳥肉 ○ ○

584鮮魚小売業 5841鮮魚小売業 魚屋、鮮魚、貝類、かき、川魚、冷凍漁、海藻 ○ ○

585酒小売業 5851酒小売業 酒屋 ○ ○

586菓子・パン小 5861、5862菓子小売 洋菓子、和菓子、干菓子、だ菓子、せんべい、
売業 業（製造小売含む） あめ､ケーキ、饅頭、餅、焼芋、甘栗、アイスク ○ ○

リーム等、ドーナツ

5863、5864パン小売 パン ○ ○
業（製造小売含む）
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中分類５８－飲食料品小売業（つづき）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

589その他の飲食 5891牛乳小売業 牛乳スタンド ○ ○

5892飲料小売業 清涼飲料、果汁飲料、ミネラルウォーター、乳 ○ ○
酸菌飲料、茶類飲料

5893茶類小売業 茶、こぶ茶、コーヒー、ココア、豆茶、麦茶、 ○ ○
紅茶

5894料理品小売業 そう菜、折詰、揚物、駅弁売店、調理パン（サ
ンドイッチ、ハンバ－ガ－）、おにぎり、すし、 ○ ○
煮豆、ハンバーガー店、持ち帰り弁当、ピザ（他
から仕入れたもの又は作り置きのもの）

5895米穀類小売業 米麦、雑穀、豆類 ○ ○

5896豆腐、かまぼこ 豆腐、こんにゃく、納豆、佃煮、漬け物、たい
等加工食品小売業（製 味噌、ちくわ、おでん材料 ○ ○
造小売含む）

5897乾物小売業 乾物屋、干魚、干瓢、麩、乾燥野菜、乾燥果実、 ○ ○
高野豆腐、干しのり、くんせい品、乾燥海藻

5899他に分類されな 氷、乾麺類、インスタントラーメン、缶詰、乳
い飲食料品小売業 製品（ヨーグルト、バター、チーズ）、調味料（塩、 ○ ○

味噌、醤油、食酢、ソース、砂糖、食用油脂、
香辛料、七味唐辛子）

中分類５９－機械器具小売業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

591自動車小売業 5911自動車小売業 自動車（新車） × ×

5912中古自動車小売 中古自動車 × ×
業

5913自動車部品・付 自動車部品・付属品、自動車タイヤ、カーアク
属品小売業 セサリー、 カーエアコン、カーステレオ、カ ○ ○

ーナビゲーション

5914二輪自動車小売 二輪自動車、スクーター、原付自転車、二輪自 × ×
業 動車部品・付属品

592自転車小売業 5921自転車小売業 自転車店、リヤカー、自転車・同部品・付属品、 ○ ○
自転車タイヤ・チューブ、中古自転車
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中分類５９－機械器具小売業（つづき）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

593機械器具小売 5931電気機械器具小 テレビ、洗濯機、ストーブ、アイロン、冷蔵庫、 × ○
業 売業 掃除機、電球、音響機械器具（オーディオ、ヘ

ッドフォン、イヤフォン）、扇風機、医療機械器
具、井戸ポンプ、ＣＤプレーヤー、ＤＶＤレコ
ーダー、ビデオカメラ、録音・録画ディスクメ
ディア、電話機、電気毛布、ホットカーペット、
携帯電話機、デジタルカメラ

5932電気事務機械器 パソコン、データ保存用ＣＤ・ＤＶＤ（記録さ × ○
具小売業 れていないもの）、パソコンソフト（ゲーム用ソ

フト除く）

5933中古電気製品小 中古のテレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコン × ○
売業

5939その他の機械器 ガス器具、ミシン・編機・同部品、石油ストー × ○
具小売業 ブ、度量衡器、金庫、浄水器

中分類６０－その他の小売業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

601家具・建具・ 6011家具小売業 家具、洋家具、和家具、いす、机、卓子、ベッ
畳小売業 ド、つい立､屏風､浴槽､額縁､本箱､鏡台､絨毯､カ × ×

ーテン

6012建具小売業 建具、木製建具、金属製建具、建具屋 × ×

6013畳小売業 畳、ござ、花むしろ × ×

6014宗教用具小売業 仏具、神具 × ×

602じゅう器小売 6021金物小売業 金物店、刃物、そり刃、くぎ、ほうろう鉄器、 ○ ○
業 鉄器、アルミニウム製品、錠前、魔法瓶

6022荒物小売業 荒物、荒物雑貨、ほうき、ざる、はし、ふるい、
たわし、竹かご、バスケット、竹細工、わら製
品、縄、しゅろ細工、ろうそく、マッチ、行李、 ○ ○
ポリバケツ、ガムテープ・荷造ひも、農業用ビ
ニールシート

6023陶磁器・ガラス 瀬戸物、焼物、土器、陶器、磁器、ガラス器、 ○ ○
器小売業 食器・花器（陶磁器製、ガラス製）

6029他に分類されな 漆器、茶道具、花器（陶磁器製、ガラス製除く）、 × ×
いじゅう器小売業 プラスティック製食器、華道具、貴金属製食器
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中分類６０－その他の小売業（つづき）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

603医薬品・化粧 6031医薬品小売業（薬 薬店、漢方薬、生薬、薬種 ○ ○
品小売業 局を除く）

6032薬局 ファーマシー（調剤を主とするもの） ○ ○

6033化粧品小売業 化粧品店、香水、香油、おしろい、整髪料、化 ○ ○
粧用･薬用石鹸、歯磨、シャンプー、白髪染

604農耕用品小売 6041農業用機械器具 農業用機械器具、すき・くわ・かま、鳥獣害防 × ○
業 小売業 除器具、畜産用機器、養蚕用機器、耕うん機、

ハンドトラクタ、コンバイン

6042苗・種子小売業 種苗、苗木、種子 × ○

6043肥料・飼料小売 肥料、飼料、農薬、園芸用土 × ○
業

605燃料小売業 6051ガソリンスタン ガソリンスタンド、給油所、液化石油ガス（Ｌ × ○
ド ＰＧ）スタンド

6052燃料小売業（ガ 薪炭、練炭、豆炭、石炭、プロパンガス、灯油
ソリンスタンドを除 ○ ○
く）

606書籍・文房具 6061書籍･雑誌小売業 書店、洋書取次店、楽譜 × ○
小売業

6062古本小売業 古本、古書籍、古雑誌 × ○

6063新聞小売業 新聞販売店、新聞取次店 × ○

6064紙・文房具小売 洋紙、板紙、和紙、ふすま紙、障子紙、帳簿類、
業 ノート、万年筆、鉛筆、ペン、インキ、すずり、 ○ ○

筆、朱肉、製図用具、算盤、手工材料、絵画用
品（水彩絵具、毛筆、パレット、画架）

607スポーツ用品 6071スポーツ用品小 運動具、スポーツ用品、ゴルフ用品、釣具、狩 × ○
・がん具・娯楽 売業 猟用具、スポーツ用靴（スキー、スケート、登
用品・楽器小売 山、スパイク等）、運動衣（ユニフォーム、剣道
業 着、柔道着等）、ジェットスキー、サーフボード、

登山用品（登山ザック、登山用テント）、競技用
水着

6072がん具・娯楽用 おもちゃ屋、人形、模型がん具、教育がん具、 ○ ○
品小売業 羽子板、娯楽用品（囲碁、将棋、マージャン、

トランプ、花札、かるた等）、テレビゲーム機、
ゲーム用ソフト

6073楽器小売業 洋楽器、ピアノ、和楽器、三味線、レコード・ × ○
ミュージックテープ、コンパクトディスク（音
楽用）
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中分類６０－その他の小売業（つづき）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

608写真機・時計 6081写真機・写真材 写真機、撮影機、映写機、写真感光材料、写真 × ○
・眼鏡小売業 料小売業 フィルム

6082時計・眼鏡・光 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、双眼鏡、望遠 ○ ○
学機械小売業 鏡

609他に分類され 6091たばこ・喫煙具 たばこ、喫煙具専門小売 ○ ○
ない小売業 専門小売業

6092花・植木小売業 花屋、切花、フローリスト、植木、盆栽 × ○

6093建築材料小売業 木材、セメント、板ガラス、ブロック、プラス × ×
ティック建材

6094ジュエリー製品 宝石、金製品、銀製品、白金製品、装身具（貴 × ×
小売業 金属製のもの）

6095ペット・ペット ペットショップ、愛がん用動物、観賞用魚、ペ × ×
用品小売業 ットフード

6096骨董品小売業 骨董品 × ×

6097中古品小売業（骨 中古衣服、古道具、中古家具、古建具、古楽器、
董品を除く） 古写真機、古運動具、中古靴、古レコード、中 × ○

古ＣＤ、中古ゲーム用ソフト、リサイクルショ
ップ（中古電気製品、古本屋を除く）

6099他に分類されな 美術品、名刺、印章、印判、帆布、造花、標本、
いその他の小売業 旗竿、物干し竿、碑石・墓石、石工、荷車、古

切手、郵趣品（記念切手等）、古銭、教育用磁気 × ×
テープ、合成洗剤、石鹸（化粧、洗顔、薬用以
外のもの）、ＣＤ・ＤＶＤ・ブルーレイディスク
（記録済みで音楽用以外のもの）、絵画、金・銀
・白金地金、録画テープ

Ｊ 金融・保険業

中分類６２－銀行業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

622銀行（中央銀 6221普通銀行 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、インター × ○
行を除く。） ネット専業銀行

6222郵便貯金銀行 ゆうちょ銀行 × ○

6223信託銀行 信託銀行 × ○
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中分類６３－協同組織金融業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

631中小企業等金 6311信用金庫・同連 信用金庫、信金中央金庫 × ○
融機関 合会

6314労働金庫・同連 労働金庫、労働金庫連合会 × ○
合会

632農林水産金融 6324農業協同組合 農業協同組合 × ○
業

6325漁業協同組合、 漁業協同組合、水産加工業協同組合 × ○
水産加工業協同組合

中分類６４－金融・保険業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

641貸金業 6411消費者向け貸金 消費者向け無担保貸金業者、消費者向け有担保 × ×
業 貸金業者

中分類６７－保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

671生命保険業 6711生命保険業（郵 生命保険会社、生命保険相互会社 × ×
便保険業、生命保険
再保険業を除く）

6712郵便保険業 かんぽ生命保険 × ×

672損害保険業 6721損害保険業（損 損害保険会社 × ×
害再保険業を除く）

674保険媒介代理 6741生命保険媒介業 生命保険代理店 × ×

6742損害保険代理店 損害保険代理店 × ×

6743共済事業媒介代 火災共済協同組合代理店、少額短期保険代理店 × ×
理業・少額短期保険
代理業
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Ｋ 不動産、物品賃貸業

中分類６８－不動産取引業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

681建物売買業、 6811建物売買業 建売業（自ら建築施工しないもの）、中古住 × ×
土地売買業 宅売買業

6812土地売買業 土地売買業、土地分譲業 × ×

682不動産代理 6821不動産代理業、 土地ブローカー、建物仲介業、不動産代理業、 × ×
業、仲介業 仲介業 不動産仲介業、貸家仲介業

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業

中分類７４－技術サービス業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

741獣医業 7411獣医業 獣医業、動物病院、ペットクリニック × ○

746写真業 7461写真業 写真撮影業、写真館、街頭写真業 ○ ○

7462商業写真業 商業、宣伝、出版、広告、芸術等写真業 × ×

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業

中分類７６－飲食店

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

761食堂・レスト 7611食堂、レストラ 食堂、大衆食堂、お好み食堂、定食屋、めし屋、
ラン（専門料理 ン（専門料理店を除 ファミリーレストラン ○ ○
店を除く） く）

762専門料理店 7621日本料理店 てんぷら、うなぎ、川魚、精進料理、鳥、釜め
し屋、お茶漬け屋、にぎりめし屋、とんかつ、
かに料理、牛丼、ちゃんこ鍋、しゃぶしゃぶ、 ○ ○
すき焼き、懐石料理、割烹料理、焼鳥、おでん、
もつ焼き、ジンギスカン

7622料亭 料亭 × ×

7623中華料理店 中華料理店、上海料理店、北京料理店、広東料
理店、四川料理店、台湾料理店、餃子店、ちゃ ○ ○
んぽん店

7624ラーメン店 ラーメン店、中華そば店 ○ ○

7625焼肉店 焼肉店 ○ ○

7629その他の専門料 西洋料理店、フランス料理店、スパゲティ店、
理店 朝鮮料理店、印度料理店、カレー料理店、エス ○ ○

ニック料理店、無国籍料理店
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中分類７６－飲食店（つづく）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

763そば・うどん 7631そば・うどん店 そば屋、うどん店、きしめん店、ほうとう店 ○ ○
店

764すし店 7641すし店 すし屋 ○ ○

765酒場、ビアホ 7651酒場、ビアホー 酒場、ビアホール、大衆酒場、居酒屋、ダイ × ○
ール ル ニングバー、オーセンティックバー

767喫茶店 7671喫茶店 喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、珈琲店、 ○ ○
カフェ

769その他の飲食 7691ハンバーガー店 ハンバーガー店 ○ ○
店

7692お好み焼き・焼 お好み焼き店、焼きそば店、たこ焼き店、もん ○ ○
きそば・たこ焼き店 じゃ焼店

7699他に分類されな 大福屋、今川焼屋、ところ天屋、氷水屋、甘酒
い飲食店 屋、汁粉屋、甘味処、アイスクリーム店、サン ○ ○

ドイッチ店、フライドチキン店、ドーナツ店、
ドライブイン

中分類７７－77持ち帰り・配達飲食サービス業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

771持ち帰り飲食 7711持ち帰り飲食サ 持ち帰りすし店、持ち帰り弁当屋、クレープ屋 ○ ○
サービス業 ービス業

772配達飲食サー 7721配達飲食サービ 宅配ピザ屋、仕出し弁当・弁当屋、デリバリー ○ ○
ビス業 ス業 サービス店、ケータリングサービス店、配食サ

ービス業

Ｎ 生活関連サービス業・娯楽業

中分類７８－洗濯・理容・美容・浴場業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

781洗濯業 7811普通洗濯業 洗濯業、クリーニング、ランドリー、クリーニ ○ ○
ング工場

7812洗濯物取次業 洗濯物取次所、クリーニング取次所 ○ ○

7813リネンサプライ リネンサプライ、貸おむつ、貸おしぼり、貸モ × ×
業 ップ

782理容業 7821理容業 理髪店、床屋、理容院、バーバー × ○

783美容業 7831美容業 美容室、美容院、ビューティーサロン × ○
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中分類７８－洗濯・理容・美容・浴場業（つづき）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

784一般公衆浴場 7841一般公衆浴場業 銭湯業 × ○
業

785その他の公衆 7851その他の公衆浴 温泉浴場、蒸しぶろ、砂湯、サウナぶろ、スパ、 × ×
浴場業 場業 鉱泉浴場、健康ランド、スーパー銭湯

789その他の洗濯 7891洗張・染物業 洗張、張物、湯のし、染抜、染物、京染、丸染、 × ×
・理容・美容・ 染直し、色揚、染物取次
浴場業

7892エステティック エステティックサロン、美顔術、美容脱毛、ボ × ×
ディケア、ハンドケア、フットケア、アロマオ
イルトリートメント、ヘッドセラピー、タラソ
テラピー

7893リラクゼーショ ボディケア、ハンドケア、フットケア、アロ
ン業（手技を用いる マオイルトリートメント、ヘッドセラピー、 × ×
もの） タラソテラピー（心身の緊張を弛緩させるの

みのもの）

7894ネイルサービス ネイルサロン、マニキュア業、ペディキュア × ×
業 業

7899他に分類されな コインシャワー、寝具消毒、コインランドリー ○ ○
い洗濯・理容・美容
・浴場業 ソープランド、ゲルマニウム温浴 × ×

中分類７９－その他の生活関連サービス業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

791旅行業 7911旅行業(旅行業 第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業 × ×
者代理業を除く）

7912旅行業者代理業 旅行業者代理業 × ×

793衣服裁縫修理 7931衣服裁縫修理業 衣服裁縫、衣服修理、更正仕立直し、裏返し、 ○ ○
業 和・洋服裁縫、かけはぎ

794物品預り業 7941物品預り業 手荷物預り、荷物一時預かり、自転車預かり、 × ○
コインロッカー

795火葬・墓地管 7952墓地管理業 墓地管理業、霊園管理事務所、納骨堂 × ×
理業

796冠婚葬祭業 7961葬儀業 葬儀屋、斎場、葬儀会館 × ×

7962結婚式場業 結婚式場業 × ×

7963冠婚葬祭互助会 冠婚葬祭互助会 × ×
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中分類７９－その他の生活関連サービス業（つづき）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

799他に分類され 7991食品賃加工業 小麦粉賃加工、菓子賃加工、精米賃加工 ○ ○
ない生活関連サ
ービス業 7992結婚相談業、結 結婚相談所（営利的なもの）、結婚紹介業、結婚 × ×

婚式場紹介業 式場紹介業

7993写真プリント、 デジタルカメラ写真プリント、写真現像・焼付 ○ ○
現像･焼付業 業、写真修整業、ＤＰＥ取次業

7999他に分類されな 古綿打直し × ○
いその他の生活関連
サービス業 易断所、観相業、観光案内、靴磨き、ペット美

容院、犬猫霊園管理事務所、運転代行、綿打直 × ×
し仲介、チケット類売買、宝くじ売りさばき、
ハウスクリーニング

中分類８０－娯楽業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

804スポーツ施設 8048フィットネスク フィットネスクラブ、フィットネスジム、アス × ×
提供業 ラブ レチッククラブ

Ｐ 医療・福祉

中分類８３－医療業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

835療術業 8351あんまﾏｯｻｰｼﾞ指 あんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、き
圧師・はり師、きゅ ゅう業、柔道整復業 × ○
う師、柔道整復師の
施術所

836医療に附帯す 8361歯科技工所 歯科技工業；歯科技工所 × ×
るサービス業

Ｑ 複合サービス業

中分類８６－郵便局

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

861郵便局 8611郵便局 郵便局 × ○
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中分類８７－協同組合（他に分類されないもの）

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

871農林水産業協 8711農業協同組合 農業協同組合（各種事業を行うもの） × ○
同組合（他に分
類されないもの） 8712漁業協同組合 漁業協同組合（各種事業を行うもの） × ○

8713水産加工業協同 水産加工業協同組合（各種事業を行うもの） × ○
組合

8714森林組合 森林組合（各種事業を行うもの） × ○

872事業協同組合 8721事業協同組合 織物協同組合、ニット工業協同組合、青果物商 × ○
（他に分類され 業協同組合（各種事業を行うもの）
ないもの）

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）

中分類８９－自動車整備業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

891自動車整備業 8911自動車一般整備 自動車整備、自動車修理、オートバイ整備修理 × ○
(自動車の整備修理を総合的に行う事業所をいう。）

8919その他の自動車 タイヤ修理、タイヤ整備、清掃、洗車 × ○
整備業

車体修理、車体整備、再塗装、溶接、電装品整
備、蓄電池修理、ブレーキ修理、部品整備、エ × ×
ンジン修理、再生、エンジン再生、自動車工場、
ガラス修理

中分類９０－機械等修理業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

901機械修理業 9011一般機械修理業 機械修理、内燃機関修理、航空機整備、ミシン
（建設・鉱山機械を 修理、光学機械修理、映写機修理、農業用トラ × ○
除く） クタ修理、ガーデントラクタ修理、フォークリ

フト整備、ボイラー・圧力容器整備

902電気機械器具 9021電気機械器具修 ラジオ修理、テレビ修理、冷蔵庫修理、変圧器 × ○
修理業 理業 修理

909その他の修理 9092時計修理業 時計修理、電気時計修理 × ○

9093履物修理業 靴修理、げた修理 × ○

9094かじ業 手工鍛造、かじ、農業用器具修理 × ○

9099他に分類されな 金物修理、自転車修理に限る × ○
い修理業
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運用基準（２）－ 敷地面積300㎡以下、建築物の延べ面積150㎡以下（併用住宅は不可）

Ｋ 不動産、物品賃貸業

中分類７０－物品賃貸業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

704自動車賃貸業 7041自動車賃貸業 レンタカー、自動車リース × ×

709その他の物品 7092音楽・映像記録 レンタルビデオ、ＤＶＤ、ＣＤ、ブルーレイデ × ○
賃貸業 物賃貸業 ィスク

7099他に分類されな 貸テレビ、貸本屋、貸楽器、貸美術品、貸ふと × ×
い物品賃貸業 ん、貸植木、貸花環、貸ピアノ、医療・福祉用

具賃貸

Ｏ 教育、学習支援事業

中分類８２－その他の教育、学習支援業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

821社会教育 8211公民館 公民館 × ○
※社会教育法によるものを除く

823学習塾 8231学習塾 学習塾、進学塾、予備校 × ○

824教養・技能教 8241音楽教授業 ピアノ、バイオリン、エレクトーン、ギター、
授業 三味線、琴、尺八、声楽、歌謡、カラオケ、長 × ○

唄

8242書道教授業 書道教室 × ○

8243生花・茶道教授 生花、華道、茶道 × ○
業

8244そろばん教授業 そろばん教室、そろばん塾 × ○

8245外国語会話教授 英会話教室、外国語会話教室（各種学校でない × ○
業 もの）

8246スポーツ・健康 スポーツ・健康教授所、ヨガ、気功術、テニス、
教授業 バレーボール、エアロビクス、リズム、体操、 × ○

ゴルフスクール、柔道場、剣道場、サーフィン、
ダイビングスクール、スイミングスクール

8249その他の教養・ 囲碁、編物、着物着付、料理、美術、工芸（彫
技能教授業 金、陶芸等）、教養、舞踏（日本舞踊、タップダ

ンス、フラダンス等）、ダンス、ジャズダンス、 × ○
フラワーデザイン、カルチャー（総合的なもの）、
家庭教師、パソコン
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運用基準（３）－ 敷地面積1,000㎡以下、建築物の延べ面積500㎡以下（併用住宅は不可）

Ｐ 医療・福祉

中分類８５－社会保険・社会福祉・介護事業

22条 34条
小分類 細分類 摘 要 ６号 １号

該当 該当

853児童福祉事業 8531保育所 保育所、託児所、地方裁量型認定こども園 × ○
※無認可のもの
































































